
令和３年１０月教育委員会議定例会 議事日程 

 

 

日 時 令和３年１０月２９日（金） 

 午前９時 30 分より 

場 所 町民センター ３Ａクラブ室 

 

１ 開会宣言 

 

２ 署名委員の指名 

 

３ 教育長事務報告 

 

４ 付議事項  

（１）議案第 12号 二宮町教育委員会点検及び評価報告書（案）について 

（２）議案第 13号 令和４年度二宮町公立学校教職員人事異動方針（案）について 

（３）議案第 14号 スポーツ推進委員の委嘱について 

 

５ 報告・協議事項 

 （１）令和３年度全国学力・学習状況調査の結果について 資料 No.１ 

 （２）二宮町立中学校修学旅行中止に伴うキャンセル料補助金交付要綱を廃止する要綱 

資料 No.２ 

 （３）二宮町立中学校修学旅行中止に伴うキャンセル料補助金交付要綱 資料 No.３ 

 （４）二宮町児童生徒就学援助費交付要綱の一部を改正する要綱 資料 No.４ 

 （５）二宮町まちづくり小中学生アンケート結果まとめ及び中学校生徒会ワークショッ

プ 資料 No.５ 

 （６）その他 

 

 ＊ 次回教育委員会議予定 

 

６ 閉会宣言 



 



令和３年 10 月定例教育委員会議 教育長事務報告 

 

                       （R３.９.17～R３.10.28） 

月 日 曜日 内  容 

９ 17 金 定例教育委員会議 

９ 22 水 臨時小中学校校長会 

９ 24 金 決算審査特別委員会（教育部） 

９ 28 火 令和３年第３回二宮町議会定例会本会議（最終日） 

９ 29 水 第 39 回新型コロナウイルス感染症対策本部会議 

９ 30 木 教職員退職者辞令交付式 

10 ４ 月 小中学校校長会 

10 ５ 火 政策会議 

10 ６ 水 中学校生徒会ワークショップ（総合計画策定に向けて） 

10 ７ 木 小中学校教頭会 

10 11 月 
議会教育福祉常任委員会勉強会（フリースクールの状況

について） 

10 13 水 災害対策本部要員図上訓練 

10 19 火 

政策会議 

第７回二宮町総合計画策定委員会 

第５回新庁舎・駅周辺公共施設庁内検討委員会 

第 40 回新型コロナウイルス感染症対策本部会議 

10 20 水 

議会教育福祉常任委員会勉強会（小中一貫教育校の取り

組みについて） 

教育支援委員会 

10 26 火 二宮町図書館協議会 

 



 



10月政策会議結果報告 

 

令和３年 10月５日（木）開催分 

 

【町長あいさつ】 

これから予算編成が本格化するが、議会等での議員の質問や意見も踏まえ

た対応をする必要があるため、事前に調整をすること。 

  

【主な付議案件】 

１ 「（仮称）二宮町パートナーシップ宣誓制度」の導入について 

（政策総務部） 

   「（仮称）二宮町パートナーシップ宣誓制度」の導入について協議を行

い、令和４年４月１日からの導入が決定した。 

 

 ２ 令和４年度予算編成に伴う施策・事業のヒアリング結果について 

（政策総務部） 

   ８月下旬に行われた来年度予算編成にかかる町長ヒアリングの結果がま

とまったので確認を行い、決定した。 

 

【情報交換】 

〇 図上訓練（10月 13日実施）について（政策総務部） 

  

 〇 衆議院議員選挙について（政策総務部） 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



10月政策会議結果報告 

 

令和３年 10月 19 日（木）開催分 

 

【町長あいさつ】 

今年度新採用職員の２回目の研修を行ったが、皆さん前向きで良かっ

た。さらに伸びるよう育成をお願いする。 

【主な付議案件】 

１ 新型コロナウイルスワクチンの接種状況について   （健康福祉部） 

  町民へのワクチン接種が進んでいる、現時点では11月14日まで接種を行

うとの報告があった。 

 

２ 民間学童保育所の進捗状況と今後の計画について   （健康福祉部） 

  民間学童保育所の中里キッズについて、県との調整が整い、施設の工事

が始まることになり、年明けから利用できる予定との報告があった。 

 

３ 「町への提案」等について（10月分）        （政策総務部） 

   「町への提案」等の10月分について１件の報告があった。駅南口に設置

されている伊達時の彰徳碑にについて、教育委員会が設置した説明板が破

損しているので対応をというもので、土台を生かしながら修繕をしていく

旨の回答を行いました。 

 

【情報交換】 

 〇 二宮町ハザードマップについて、出来上がったので各家庭に配布する。 

                            （政策総務部） 

 〇 ふたみ記念館 10周年記念展を 10 月 29日（金）から開催する。 

（教育部） 
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令和３年 第３回二宮町議会定例会報告（教育委員会関係審議状況） 

 

１ 議案 

（１） 令和３年度二宮町一般会計補正予算（第６号） 教育委員会関係 

   歳出 

   教育総務費（修学旅行キャンセル料補助金） 

   小学校費・学校管理費（一色小学校北棟階段室等漏水修繕工事） 

   中学校費・学校管理費（二宮中学校シャッター修繕工事、校舎北側壁面

漏水修繕工事） 

青少年育成費（成人祝賀会実行委員会補助金） 

   青少年経費（成人祝賀会実行委員会事業補助金） 

   生涯学習振興費（生涯学習センター庁用器具費、ふたみ記念館展示ギャ

ラリーエアコン更新工事） 

   体育施設費（町民運動場浄化槽修繕工事・庁用器具費、山西プール高木

剪定委託・幼児プール循環浄化増値交換工事） 

   学校給食費（給食センター修繕料） 

   ⇒ 審議の結果、賛成多数で原案可決（多数９：３） 

 

（２） 令和３年度二宮町一般会計補正予算（第７号） 教育委員会関係 

   歳出 

保健体育総務費 一般経費（会計年度任用職員報酬、会計年度任用職員

費用弁償） 

   体育施設費 町立体育館施設管理運営事業（体育館管理委託料の減） 

町民運動場施設管理運営事業（町民運動場管理委託料の減） 

⇒上記について削除の修正動議が提出されたが、賛成多数で原案可決

（多数７：５） 

 

２ 総括質疑 

（１）根岸議員 

質問の概要 

 学校教育において、ＩＣＴ環境の整備でタブレットが児童生徒の数だけ

用意された。コロナ禍による対応の活用を聞く。また、オンライン授業や

休校、不登校の児童生徒への活用はどう考えられているか。 

答弁の概要（町長） 

   タブレットの活用では、ＩＣＴ支援員などを配置することで教職員のス
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キルアップとサポートを行っており、特に中学校では、教育活動の中で当

たり前のようにタブレットが活用されていると聞いている。 

   ２学期が始まったが、町の新型コロナウイルス感染状況から、登校に不

安を抱く保護者の声が届いており、これを受け教育委員会では、児童生徒

が一旦タブレットを家庭に持ち帰り、家庭のＷｉ－Ｆｉへの接続を試みる

取組などを実施しており、オンライン学習の準備を進めている。 

   課題も多いが、形にこだわらず、学校の状況に応じて、できることから

進めていただきたいと考えている。 

 また、昨年度、支援級の子供たちがオンラインで交流会を行ったり、不

登校の子供にタブレットを貸し出したりという事例も聞いている。学校の

ＩＣＴ環境が多様な子供たちにとっての新たな学習機会の確保につながる

よう、町としても必要な支援を行っていく。 

 

（２）小笠原議員 

質問の概要 

   コロナ禍でますます孤立しがちな子育て世代の支援はどうしているのか。

また、登下校の見守りなど地域によっては見守る方も高齢化し、参加者が

減少している。町の対策を伺う。 

答弁の概要（町長） 

 ＰＴＡをはじめ、地域の団体や有志の方々によって、熱心に登下校の見

守りを行っていただいているが、高齢化が進む地域では担い手が少なくな

っていることは承知している。 

   こうした中、教育委員会では、令和元年度に町内全ての学校に学校運営

協議会を設置し、コミュニティ・スクールとして学校が運営されている。

また、すべての学校に地域学校協働活動推進委員を配置した。 

   これにより、学校取り巻く地域の団体が一堂に会して話し合い、見守る

場所の共有や役割分担を行う機会ができた。学校によっては、既にそうし

た話合いが始まっており、協力いただける地域の方々の募集や、町の補助

金を活用した見守り用のビブスの購入など、様々な取組が実行されている。 

   学校運営協議会の代表者の情報共有の場も設けられているので、よりよ

い取組みを共有して地域の力を掘り起こし、役割分担を進めていけるよう、

町と教育委員会でバックアップしていきたい。 

 

（３） 松崎議員 

質問の概要 
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新型コロナ対策として、経済支援以外の「新しい生活様式」を念頭にお

いてのテレワーク、オンライン授業等の環境整備の進捗は。 

答弁の概要（町長） 

学校におけるオンライン授業等については、根岸議員への答弁のとおり。

１人１台のタブレット端末や学校におけるＷｉ－Ｆｉ環境を整備したほか、

必要な周辺機器やＩＣＴ支援員も導入している。オンライン授業に向けた

環境という点では、おおむね必要な整備ができている。 

 

（４） 一石議員 

  質問の概要 

  「新型コロナウイルス対策」について 

   子どもたちのかけがいのない成長をこのコロナ禍に学校教育現場で如何

に支えてきたか、また、どのような気づきがあったのか問う。 

答弁の概要（町長） 

   子供たちの成長を支えるという点において、学習面では、ＩＣＴ機器の

活用や家庭学習課題の提供など、学びを止めないための各校の工夫により、

全教育課程を無事に修了することができ、また、生活の面では、毎日の健

康観察をはじめ、学校臨時休業中に子供たちの生活リズムが乱れないよう

に、保護者とも連携して取り組まれたと聞いている。 

   学校に関わる全ての方々に子供たちの成長を支えていただき、子供たち

もそうした大人の行動を見て、慣れない環境や相次ぐ学校行事の変更にも

しっかりと対応し、学校生活を送ることができたのだと思う。 

   昨年の気づきとしては、学校におけるＩＣＴ機器の活用と新しい常識と

価値観の浸透、そして家庭や地域との連携の強化だと思う。 

   ＩＣＴについては、根岸議員への答弁のとおりであり、新しい常識と価

値観及び家庭や地域との連携の強化については、学校行事の在り方など、

ウィズコロナの取組を子供や保護者、地域の方々と一緒に考えていくこと

である。 

   昨年度、修学旅行の中止が相次ぐ中、代替行事を子供たちが考えた学校

や保護者主体で代替行事を行った学校もある。 

   コミュニティ・スクールであるので、これまでの常識にとらわれず、学

校行事などにもっと子供の意見や地域の力を取り込むことで、誰もが共感

できるものがつくれると思う。 

   コロナ禍というピンチを今までの常識を変えるチャンスと捉え、子供た

ちのよりよい学びにつなげていきたい。 
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３ 一般質問 

（１）前田議員 

  件名：二宮町一般会計予算教育費について問う 

  要旨１：教育費の予算編成の明確な方針、根拠、内容についての考えをう

かがいたい。 

要旨２：保健体育費において減額できる箇所がある。精査し減額すること

により、教育費の総額を増やさずとも、学校教育費、社会教育費

を増額できる。現状から見て予算内容を精査する必然性があると

思うがいかがか。 

要旨３：岐阜市では独自の予算を計上し、不登校生徒のために旧小学校を

リニューアルして不登校特例校を開校した。二宮町でも不登校児

童生徒が増えている現状があり、これから益々増えると予想でき

る。検討事項の一つにできないか。  

要旨４：小中一貫教育に対し、力を入れているのならば、予算立てをし、

施設一体型小中一貫教育校を作る計画を立て、それから一貫教育

を推し進めるべきだと思うがいかがか。 

答弁の概要（教育部長） 

  （要旨１） 

〇 教育費の予算編成の方針は、町の総合計画や教育委員会基本方針の

点検評価結果、年度ごとの教育課題などを踏まえ、重点施策を委員会

内部で決定し、政策会議での議論を経て最終決定する。 

○ 学校予算については、枠という概念を設けることはせず、児童生徒

の学びや安全などの面で、必要性が確認できるものはすべて予算要求

している。 

〇 ＩＣＴ環境の進展に伴い、アナログな教材や備品については、タブ

レット端末による代替ができないかなど、学校の創意工夫も求め、効

率的な予算の積算に努めている 

（要旨２） 

〇 保健体育費は、社会体育と学校給食にかかる費用から成っており、

保健体育費の半分以上を占めているのが体育施設費となる。 

〇 体育施設については、施設の老朽化に伴う修繕や改修工事など施設

の維持にかかる費用、日々の管理・運営にかかる費用など、多くの予

算を費やしている。 

〇 特に温水プールは老朽化が著しく、長期に維持していくこととなれ

ば、多額の費用を必要とするため、十分に精査して方向性を整理する。 
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○ 町民が生涯にわたりスポーツに親しむことのできる身近な施設と

して、町の社会体育施設は大切なものであり、予算をしっかり確保し、

利用者が快適に利用できるよう維持管理に努めていく。 

○ 二宮町の学校教育に係る予算については、近年のめまぐるしい変化

にも対応し、必要なものは適切に確保している。 

○ 今後も、成果にもとづく検証を行い、学校の意見や施設利用者の声

をていねいに聞き、精査しながら予算の確保に努めていく。 

（要旨３） 

〇 不登校特例校とは、不登校の状態となった児童生徒を対象に特別な

教育課程を編成する学校。 

〇 今年の４月時点で、全国に公立８校、私立９校が設置されており、

神奈川県内には私立２校が設置されている。 

〇 公立の不登校特例校は、比較的規模の小さい既存の学校に、不登校

児童生徒を受け入れる学級をつくり、自治体全域から希望者が転入す

るものが多く、二宮町に置き換えると、教育支援室「やまびこ」が、

学校の一室にあるイメージ。 

〇 岐阜市教育委員会が今年度新設した草潤中学校は、不登校の生徒に

特化した学校である。 

〇 定員 40 名の生徒に対して、教職員やスクールカウンセラー、サポー

ターなど、計 26 名程度の手厚い体制で、生徒の希望で担任を決めた

り、生徒それぞれに応じたカリキュラムなど、自由度が高い。 

〇 しかし、岐阜市の人口が 40 万人程度であることを考慮すると、二宮

町だけの規模でこれだけの特例校を新設することは、難しい。 

○ 昨年度はコロナ禍もあり、町内の不登校児童生徒は 50 人程度まで

増加したが、例年は 30 人程度で推移しており、その中でも、長期の不

登校となっている児童生徒は、概ねその２割程度。 

○ 今後も、「やまびこ」を中心に、児童生徒の適切な支援に努めていく。 

  （要旨４） 

   〇 現時点の二宮町の小中一貫教育の取組みは、一貫教育の中身をしっ

かり作るために、９年間の連続したカリキュラムを作成、９年間の学

びを共通性と一貫性をもって取組むための基礎となる「受容的で一人

も見捨てられない学級集団、学習集団づくり」の研究を行っている。 

〇 小中一貫教育を行う上で、施設一体型の方が成果が大きいことは言

うまでもなく、二宮町において、ここを目指すことに変わりはない。 

〇 一方で、小中一体型の施設を作ることを第一に考えてしまうと、施
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設の方向性が出るまで小中一貫教育の実施が先送りになってしまう。 

〇 教育委員会でも、施設の形や場所は重要であると考え、計画案では

複数の案を示してきたが、これに対して、保護者や地域の方々からは

様々な思いを聞かせていただき、これらにていねいに対応していかな

ければならない。 

〇 また、児童生徒数の状況や公共施設再配置における学校施設のあり

方、新型コロナウイルス感染症への対応などもあり、すぐに施設一体

型で設置するのは難しい状況にある。 

〇 小中一貫教育には、教育活動において様々な効果があり、その効果

は、施設分離型でも期待できるものである。 

〇 まずは、実施することが大事であり、このまま施設が一緒になるま

で待つことはないと考える。 

〇 児童生徒に対し、よりよい学習環境・学習内容を提供するために、

教職員の負担にも配慮しながら、施設分離型において小中一貫教育を

段階的に行っていきたい。 

〇 計画案では、意見交換会で提案したいくつかの学校の形を示しなが

ら、施設一体型への方向性を整理し、これを踏まえて具体的に学校の

形や場所、実施時期などについて検討を進める。 

  要望等 

   〇教育予算について、現場に赴き、自分の目で不足不満な点を確認し、

各年代それぞれの町民が何を望んでいるのか、何をしてほしいのか実

態を把握し、その実現に向け予算を付け、施策を講じていただきたい。 

   〇不登校児童生徒の対応について、教員においてカウンセラー的態度で

指導することが求められており、受容的な指導のもと、適切な策を講

じ、本当に一人も見捨てない学校運営をしていただきたい。 

   〇平成 30 年度に示された小中一貫教育校推進研究会で研究成果や小中

一貫教育だよりに記載されている通りに進めていくためには、それに

見合った予算を確保し、保護者や町民、全教職員の理解を深めたうえ

で、最高の小中一貫教育校の開校を目指し、事を進めていただきたい。 

 

（２）渡辺議員 

  件名：新型コロナウイルス対策の抜本的な強化を町として進めよ  

  要旨３：小中学校での拡大抑制策は。  

答弁の概要（教育部長） 

○ ２学期の始業にあたり、県の緊急事態措置期間中は全校共通で午前
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授業とし、清掃は放課後に職員のみで行うほか、中学校の夏休みの延

長や部活動の原則中止、修学旅行の延期などを行った。 

〇 また、多くの職員が１学期中にワクチンの優先接種を受けており、

児童生徒への感染リスクの低減も図った。 

○ 万一の感染が発生した場合を想定して、濃厚接触者を迅速に確認す

るための対応ルートを保健福祉事務所とも確立しており、速やかに学

級閉鎖等を判断し、感染拡大を防ぐこととしている。 

○ オンライン学習は、試行の段階だが、これをブラッシュアップして

いくことで、学習機会を確保しつつ、接触機会をより減らす取り組み

の選択肢が増えると考えている。 

○ しかし、本当に大切なことは、子どもたちが自ら感染症対策をしっ

かり行うことであり、日頃から指導を徹底することである。 

〇 学校では、ただ感染症対策を呼びかけるのではなく、感染症を怖が

っている人や、家族など大切な人のために、自分にできることは何か

を問いかけ、自ら考えられるよう指導している。 

〇 家庭とも連携し、子どもたちの意識啓発を継続的に行っていくこと

が、感染症の拡大抑制に繋がると考えている。 

  要望等 

   〇 一旦、町でも落ち着いたような状況にあるが、ここで次に向かって

準備をしておくこと。 

 

４ 決算審査 

 （１）令和２年度一般会計歳入歳出決算の審査について 

   生涯学習課 

     コロナ禍における各施設の利用状況や運営における工夫、社会教育

施設の長寿命化計画の状況、文化団体連盟の復活の必要性、体育施設

管理業務委託と直営の考え方、温水プールの管理状況、施設予約のキ

ャンセルにおけるペナルティの扱い、各施設の樹木管理、山西プール

の利用方法、などについて質問があった。 

   教育総務課 

     教育研究所の運営状況、コロナ禍における教育相談の状況、小中一

貫教育校の進捗、学校施設の長寿命化計画の状況、コミュニティ・ス

クールにおける地域との連携、英語教育の状況・成果、支援教育補助

員の状況、日本語指導員の状況、ＩＣＴ環境整備とオンライン授業の

進捗、などについて質問があった。 
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審査結果 決算審査特別員会 １／５否決  本会議 ３／９不認定 

    決算審査意見（教育委員会に関連する事項） 

    ・町民運動場、町立体育館を含めて、施設等の管理委託については、

明確な数値化等を行い、直営との比較検証をし、今後の委託業務

のあり方の基準を示されたい。 

    ・学校施設では、コロナ禍においても基礎的な教育が必ず受けられる

よう、オンラインや動画教材等環境面の早急な整備をされたい。 

 

 

 



事業報告 （令和３年９月17日～令和３年10月28日）

月日 曜日 主な会議・行事等 開催場所 人数

10月4日 月 小・中学校 校長会 町民センター 11

10月4日 月 特別支援教育担当者会 オンライン 23

10月7日 木 小・中学校 教頭会 町民センター 11

10月15日 金 学校事務連携会議 町民センター 7

10月15日 金 小学校英語教育研修会 二宮小 30

10月20日 水 二宮町教育支援委員会 町民センター 23

10月26日 火 二宮町図書館・学校図書館連絡会議 ラディアン 13

事業予定 （令和３年10月29日～令和３年11月18日）

月日 曜日 主な会議・行事等 開催場所 予定人数

11月4日～
11月5日

木金 山西小学校修学旅行 日光 -

11月8日 月 小・中学校 校長会 第１会議室 11

11月9日 火 小・中学校特別支援学級交流会 オンライン 96

11月16日 火 学校事務連携会議 町民センター 7

11月18日～
11月19日

木金 一色小学校修学旅行 鎌倉・箱根（静岡） -

11月20日～
11月21日

金土 二宮小学校修学旅行 日光 -

11月26日 金 小学校英語教育研修会 一色小学校 12

事業報告 （令和３年９月17日～令和３年10月28日）

月日 曜日 主な会議・行事等 開催場所 人数

9月28日 火 納入物資業務監査 給食センター 6

10月27日 水 納入物資業務監査 給食センター 6

事業予定 （令和３年10月29日～令和３年11月18日）

月日 曜日 主な会議・行事等 開催場所 予定人数

11月9日 火 特別支援学級交流会 オンライン開催 96

教育総務課事業報告

学校給食センター



 



生涯学習・スポーツ班

月／日曜日 会 議 ・ 行 事 等 開 催 場 所 定員 参加人数

9/17 金 　山西小学校放課後子ども教室① 山西小学校

9/24 金 　山西小学校放課後子ども教室② 山西小学校

9/27 月 　一色小学校放課後子ども教室② 一色小学校

10/1 金 　山西小学校放課後子ども教室③ 山西小学校 14:45 96

10/3 日 　第7回スポーツフェスティバル
二宮小学校
町体育施設

10/3
～

日 　第64回二宮町文化祭 ラディアン

10/4 月 　一色小学校放課後子ども教室③ 一色小学校 14:45 41

10/8 金 　山西小学校放課後子ども教室④ 山西小学校 14:40 118

10/17 日 　青少年指導員連絡協議会 ラディアン 14:00 14

10/22 金 　山西小学校放課後子ども教室⑤ 山西小学校 14:40 128

10/24 日 　民俗芸能の集い※1 ラディアン

10/28 木 　第1回令和4年成人式実行委員会 ラディアン 19:30 48

生涯学習・スポーツ班

月/日 曜日 主な会議・行事等 開催場所 開始時間

10/29
～

金 　ふたみ記念館10周年記念展※2

　　　～異才の洋画家 二見利節～
ふたみ記念館 －

11/1 月   一色小放課後子ども教室④ 一色小学校 14:45

  一色小放課後子ども教室⑤ 一色小学校 14:45

  二宮小放課後子ども教室① 二宮小学校 14:45

11/10 水   社会教育委員会議
ミーティング

ルーム1
13:30

11/11 木 　第2回令和4年成人式実行委員会 ラディアン 19:30

11/15 月   二宮小放課後子ども教室② 二宮小学校 14:45

中止

中止

中止

【社会教育・体育施設の対応】
　　 ・11月2日（火）より施設利用人数制限及び利用料半額措置を解除する。
　

生涯学習課事業予定（令和3年10月28日～令和3年11月17日）

生涯学習課事業報告（令和3年9月17日～令和3年10月28日）

※1 令和4年1月に代替事業を実施予定です。

※2 来館者に特別図録のプレゼント、その他特別展示

中止

11/8 月

中止

中止



月日 曜日 主な会議・行事等 開催場所等 人数等

9/17 土 おはなし会(事前申し込み制：6組12人上限）

9/21 火 特別館内整理休館（21～27日） 図書館 ―

9/28 火 特設カウンター開設（～9月30日） 図書館 ※下表

10/10 日
新図書館開館20周年事業　二宮ゆかりの人物講演会
　俳句を楽しむ「作らない句会」の魅力(講師：堀本裕樹氏）

オンライン開催 ２０人

10/13 水
ちいちゃいおはなし会
　　　(事前申し込み制：6組12人上限）

おはなしのへや 3組7人

10/15 金 わらべうたであそぼう ラディアン和室 4組4人

10/16 土
おはなし会
　　　(事前申し込み制：6組12人上限）

おはなしのへや 5組10人

10/24 日
衆議院選挙期日前投票
　およびワクチン接種に伴う臨時休館 図書館 ―

10/26 火 第2回図書館協議会
ラディアン
ミーティングルーム2

委員8人

月日 曜日 主な会議・行事等 開催場所等 開始時間

10/31 日
衆議院選挙投票
　およびワクチン接種に伴う臨時休館 図書館 ―

11/3 水 平台遺跡出土品展（～11月28日） 図書館 ―

11/10 水
ちいちゃいおはなし会
　　　(事前申し込み制：6組12人上限）

おはなしのへや 10:30～

生涯学習課事業予定（令和3年10月29日～令和3年11月17日）

図書館班

生涯学習課事業報告（令和3年9月17日～令和3年10月28日）

図書館班

中止

特設カウンター統計



議案第１２号 

 

令和３年度二宮町教育委員会点検及び評価報告書（案）について 

 

令和３年１０月２９日提出 

 

二宮町教育委員会 

教育長 森 英夫 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〔提案理由〕 

  地方教育行政の組織及び運営に関する法律第２７条の規定、及び「二宮町教育委

員会点検及び評価実施規則」に基づき、教育委員会における事務の管理及び執行状況

について点検・評価を行うため提案する。 

 

 



 



 

 

令和３年度 

二 宮 町 教 育 委 員 会 

点 検 及 び 評 価 報 告 書（案） 

（令和２年度事業分） 

 

 

 

 

 

 

令和３年 10月 

二宮町教育委員会 



 

目 次 

 

 

 

はじめに ……………………………………………………………………………………………………  1 

 

 

令和２年度二宮町教育委員会基本方針 ………………………………………………………………･   2 

 

 

教育委員会について ………………………………………………………………………………………  14 

 

 

第１章 教育委員会の活動状況について ………………………………………………………………  15 

１ 教育委員会議の運営状況 

２ 学校訪問  

３ 研修会  

４ その他の活動状況  

５ 教育委員会議の公開  

６ 教育委員会の活動状況、点検評価 

 

 

第２章 教育委員会における主要事業 …………………………………………………………………  26 

１ 教育総務課の主要事業  

２ 生涯学習課の主要事業 

３ 主な事業の活動状況 点検評価 

  

 

 

第３章 外部評価（意見）………………………………………………………………………………… 42 

 

参考資料………………………………………………………………………………………………………  

  地方教育行政の組織及び運営に関する法律 （抜粋） 

    二宮町教育委員会点検及び評価実施規則 

    二宮町教育委員会点検及び評価実施要領 



1 

 

 

 

 

平成 19 年 6 月に「地方教育行政の組織及び運営に関する法律」の一部が改正され、

教育委員会において毎年、その権限に属する事務の管理及び執行の状況について点検及

び評価を行い、その結果に関する報告書を作成し、議会に提出するとともに公表するこ

とが義務づけられました。 

本報告書は、「地方教育行政の組織及び運営に関する法律」第 26 条の規定、「二宮町

教育委員会点検及び評価実施規則」及び、「二宮町教育委員会点検及び評価実施

要領」に基づき作成されたものです。 

 

1  点検及び評価の趣旨 

(1) 教育委員会が管理及び執行する事業の取り組み状況について、点検及び評価を実施

することにより、より効果的・効率的な教育行政の推進を図ります。 

(2) 毎年、点検及び評価を実施することで、変化する社会経済情勢に明確に対応すると

ともに、教育委員会の施策の立案及び進行管理、事業の見直し等に活用します。 

(3) 報告書を議会へ提出し、町民へ公表することにより、町民への説明責任を果たし、

町民との信頼関係を保ちます。 

 

2  点検及び評価の対象事業 

令和２年度の事業を対象とし、大きく次の 2 区分とします。 

(1) 教育委員会議、学校訪問、研修及びその他教育委員が直接関与している事業の活動

状況を「教育委員会の活動状況」とします。 

(2) 教育委員会が管理及び執行している事務事業並びに教育長に委任している事務のう

ち重点施策及び主たる取り組みを「教育委員会における主要事業」とします。 

 

3  点検及び評価の方法 

(1) 教育委員会による点検及び評価 

対象となる事業の取り組み状況、成果、今後の改善点等をまとめます。 

(2) 外部による点検及び評価についての意見 

外部から見た検証・意見等を報告書の内容全般についてまとめます。 

 

4  点検及び評価結果の公表等 

点検評価終了後、その結果を取りまとめた報告書を二宮町議会に提出するとともに、

報告書を町民へ公表します。 

 

 

 

は じ め に 
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令和２年度二宮町教育委員会基本方針 

 

 

 教育は人格の形成をめざし、個性を尊重しつつ、自立した人間を育て、幸福な生涯を

実現する上で不可欠なものです。情報化やグローバル化など社会が急激に変化する中、

将来を担う子どもたちには、予測困難な変化に対し前向きに、主体的に向き合い、今ま

で以上に他と協調しながら、自らの考えで生涯を切り拓いていく生きる力が求められて

います。 

 平成 27 年 10 月に策定し、平成 30 年度に改定した「二宮町教育大綱」において、基

本理念として掲げている、町民一人ひとりの「まちづくりの力」、「地域の力」を活かし

た「共に学び共に育つ教育」をさらに推進するため、児童生徒の「生きる力」を育むと

ともに、それを取り巻く教育環境の整備、生涯にわたる学習への支援などの取り組みを

充実させます。 

 学校教育については、新しい学習指導要領が令和 2年度に小学校、令和 3年度に中学

校で完全実施されたことから、学習指導要領の実施を踏まえ、子どもたちが様々な社会

的変化を乗り越え、豊かな人生を切り拓き、持続可能な社会の創り手となることができ

るよう、これまでに整備した学習環境を活用した教育に取り組みます。 

また、生涯にわたり学習することのできる環境の整備と学習機会を提供し、町民一人

ひとりが主人公となる生涯学習社会の実現に向けた生涯学習の推進に取り組みます。 

 なお、施策の推進にあっては、二宮町総合戦略及び第５次二宮町総合計画後期基本計

画と連携して取り組むこととします。 
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今年度の重点施策 

（教育総務課） 

１ 児童生徒の「生きる力」の育成  

（１）自ら学ぶ力を養うための教育の推進 

①言語活動の充実を基盤とした学び合いの促進 

②英語教育の充実 

③ＩＣＴ環境を活用した授業の充実 

 

２ すべての児童生徒が安心して学べる教育環境の整備 

（１）支援が必要な児童生徒への対応の充実 

①いじめ、不登校、ひきこもり等に対する体制の強化 

②インクルーシブ教育・支援教育の充実 

（２）教職員の働き方改革の推進 

①統合型校務支援システムの活用 

②部活動ガイドラインに基づく部活動の充実 

（３）教職員の指導力の向上 

①「教職員授業力向上研究事業」の推進 

②教育研究所における研修の充実 

（４）児童生徒の学習環境の整備 

   ①学校施設等現況調査の実施 

 

３ 将来に向けた特色ある学校づくりのための検討 

（１）二宮町小中一貫教育校設置計画の推進 

（２）小中一貫教育カリキュラム研究の推進 

（３）コミュニティ・スクール運営の促進 

①地域における児童生徒の活動の促進 
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（生涯学習課） 

４ 地域文化の向上 

（１）二宮の自然・歴史・文化に触れる機会の提供 

①文化芸術の振興・支援 

②多世代が集い、学習し交流拠点となる場としての生涯学習センター・ラディア

ン及び図書館のあり方の検討 

③二宮町生涯学習センター（ラディアン）施設 20 周年記念事業の推進 

 （２）図書館事業の推進 

①子育て支援の推進 

②図書館資料の充実 

③図書館サービスの充実 

④二宮町新図書館開館 20 周年記念事業の推進 

（３）社会教育事業の推進 

①コミュニティ・スクールと連携した放課後子ども教室の推進 

   

５ 社会教育施設の適切な運営 

（１）生涯学習センター「ラディアン」の適切な運営 

  ①生涯学習センター「ラディアン」長寿命化計画の策定 

 

(教育部共通) 

６ 地域に向けた情報発信の強化 

（１）二宮町ホームページや広報紙の積極的な活用 
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１ 学校教育 

すべての教育活動を通して、児童生徒が人権尊重の意識を高め、自分の大切さととも

に他の人の大切さを認めることができるようになり、安心して楽しく学ぶことのできる

学校づくりを進めます。 

このような人権教育の推進を基盤に「教育環境のさらなる充実」、「生きる力の育成」

を基本とし、各学校では「子どもたちの育つ力」、「家庭･学校･地域の育む力」、「行政の

支える力」をあわせ、自ら学び自己実現をめざす児童生徒の育成に努めます。 

 

１ 児童生徒の「生きる力」の育成 

（１）自ら学ぶ力を養うための教育の推進 
① 言語活動の充実を基盤とした学び合いの促進 

・自ら学び、確かな学力を身につけられるよう、これまで培ってきた各教科に

おける言語活動の工夫を柱として言語能力の確実な育成を図るとともに、学

び合いを重視した授業への改善に努めます。 

（重点施策 1-(1)-①） 

② 英語教育の充実 

・小学校に、中学校英語科免許を持った教員を配置することで、授業や研修会

等を通じて、小学校教員の英語指導力の向上を図ります。 

・小中学校の英語教育において、ALT(外国語指導助手)の活用等を通じて、異文

化理解、コミュニケーション能力を育成する授業づくりに努めます。 

（重点施策 1-(1)-②） 

③ ＩＣＴ環境を活用した授業の充実 

  ・これまでに整備したタブレットや実物投影機をはじめとするＩＣＴ機器の活

用を進めるとともに、情報技術に関する理解の推進と効果的な授業の実施に

向けた研修を引き続き行います。 

（重点施策 1-(1)-③） 

④ 道徳教育ならびに特別活動の充実 

・特別の教科である道徳の教科化の趣旨に則り、学校の教育活動全体を通じて

他者とともによりよく生きるための基盤となる道徳性を養うことができるよ

う、道徳的な心情、判断力、実践意欲と態度等を育てるとともに、特別活動

との連携による自主的、実践的な力の育成に努めます。 

 

⑤ 学校体育の充実 

・生涯にわたって運動に親しむ資質や能力を育み、健康の保持増進と体力の向

上を図ります。 
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２ すべての児童生徒が安心して学べる教育環境の整備 

（１）支援が必要な児童生徒への対応の充実 

①いじめ、不登校、ひきこもり等に対する体制の強化 

・問題行動の未然防止・早期発見・早期対応に向けて、各校の児童生徒指導体

制を見直し、児童生徒理解を着実に進めるとともに、児童生徒指導担当、教

育相談コーディネーター、スクールカウンセラー、心理教育相談員、スクー

ルソーシャルワーカー等による相談支援体制の充実を図ります。 

・教育研究所内の教育支援室（やまびこ）において、不登校児童生徒への学習

支援や生活支援をより一層進めます。 

・「二宮町いじめ防止基本方針」に基づき、二宮町におけるいじめ防止対策の総

合的かつ効果的な推進を図ります。                           

・各校のいじめ防止基本方針について随時見直しを図り、適切に活用します。

また、いじめ防止に関して児童生徒が積極的に関わる取り組みを進めます。 

（重点施策 2-(1)-①） 

② インクルーシブ教育・支援教育の充実  

・学校、家庭、関係機関等の連携のもとに支援体制を整え、個々の教育的ニー

ズを的確に把握し、その持てる能力､個性を伸ばす教育を進めます。 

・小・中学校へ支援教育補助員を配置し、学習上・学校生活上の困難に応じた

支援に努め、インクルーシブ教育の充実に取り組みます。また、外国籍等児

童生徒への日本語指導、ことばの教室(そにっく)の運営等、きめ細かな指導

を進めます。 

   （重点施策 2-(1)-②） 

  （２）教職員の働き方改革の推進  

① 統合型校務支援システムの効果的な活用 

・各校において、統合型校務支援システムを活用することで、校務のさらなる

正確性の確保や効率化を図ります。 

（重点施策 2-(2)-①） 

② 部活動ガイドラインに基づく部活動の充実 

       ・令和元年度に策定した「二宮町立学校に係る部活動の方針」に基づき、中学

校における部活動について、引き続き適正かつ充実した取り組みとなるよう

推進します。 

（重点施策 2-(2)-②） 

③ 働く場としての環境整備 

・学校間ネットワークをはじめとするＩＣＴ機器等を活用し、校務や教材研究

等に集中できる時間や児童生徒と向き合う時間の確保に向けた取り組みを推

進します。 

④ 外部人材と外部情報の効果的な活用 

・学習協力者や体育・文化活動指導員など、専門的な知識や技能を持つ外部人

材と外部情報の活用をより一層進めていきます。 



7 

 

（３）教職員の指導力の向上 

① 「教職員授業力向上研究事業」の推進 

・学習の基盤となる基礎的･基本的な知識・技能の確実な習得とともに、小中学

校間の連携を図り、現代的な諸課題に対応して求められる資質・能力を育む

授業づくりに努めます。 

・児童生徒の学力向上を目指して、校内研究のさらなる充実を図り、授業改善

に努めます。 

（重点施策 2-(3)-①） 

② 教育研究所における研修の充実 

・学校教育に関する調査研究や各種教職員研修、教育指導員による訪問指導等

を実施し、教職員の資質及び指導力の向上を図ります。 

・教職員とともに、保護者や地域住民も参加できる研修を通じて、二宮町の教

育について共通理解を深めます。 

（重点施策 2-(3)-②） 

（４）児童生徒の学習環境の整備 

  ① 学校施設等現況調査の実施 

  ・現況の調査（躯体の健全度等の調査）を実施のうえ評価を行い、学校施設及

び学校給食センターの個別施設管理計画（改修箇所の順位化、時期の計画等）

の策定を進めます。 

（重点施策 2-(4)-①） 

 

 ３ 将来に向けた特色ある学校づくりの推進 

（１）二宮町小中一貫教育校設置計画の推進 

   ・「二宮町小中一貫教育校設置計画（案）」について、令和元年度に実施した意見

交換会で寄せられた意見等を踏まえ、さらに調査研究を進めながら、計画案

の見直しを行い、策定に向けた取り組みを進めます。 

（重点施策 3-(1)） 

（２）小中一貫教育カリキュラム研究の推進 

・これまでの研究成果をいかし、小中学校教員のワーキングを通し、9年間を見

通した授業づくりを目指します。 

（重点施策 3-(2)） 

（３）コミュ二ティ・スクール運営の促進 

① 地域における児童生徒の活動の促進 

・学習協力者、体育・文化活動指導員等の地域教育力による支援を推進します。 

・総合的な学習の時間、ボランティア活動、職場体験など、地域で学ぶ教育を

推進します。 

（重点施策 3-(3)-①） 
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② 郷土愛の育成 

・地域の行事への積極的な参加を促し、地域交流を通じて郷土を愛する気持ち

を育てます。 

・学習活動に地域教材を活用し、地域について学ぶ教育を進めます。 

 

③ キャリア教育の推進 

・児童生徒一人ひとりが社会的・職業的自立に向けて自己の将来の生き方や進

路を主体的に選択できる能力・意識の育成に努めます。また、児童生徒が発

達段階に応じた勤労観、職業観を身に付け、社会に貢献できる力を育てます。 

・児童生徒が学校で学ぶことと社会とのつながりを意識できるよう、自然の中

での宿泊体験活動、総合的な学習の時間、ボランティア活動、職場体験など

の体験学習を生かしながら、学校の教育活動全体を通じて効果的なキャリア

教育を進めます。 

 

  その他、学校教育における取り組み 

（１）学校における安全対策、安全教育 

・「二宮町教育委員会学校防災方針」の見直しを行うとともに、各学校におい

て「防災マニュアル」を適切に運用し、児童生徒の安全確保に努めます。 

・「二宮町児童生徒安全対策協議会」等を通し、地域や関係機関と連携した安

全体制の構築を推進します。 

・「二宮町通学路交通安全プログラム」に基づき、関係機関が連携して、児童

生徒が安全に通学できるように、通学路の安全確保を図ります。 

 

（２） 情報教育 

・高度情報化社会に生きる児童生徒の情報活用能力と情報社会に参画する態度

の育成に努めます。 

・ＳＮＳ（ソーシャルネットワーキングサービス）によるトラブルやネット依

存など情報化社会の進展に伴う課題に対応するため、携帯電話・インターネ

ットに関する安全・安心教室の開催や、家庭への啓発活動の促進等により、

情報モラル教育の充実に努めます。 

 

（３） 読書指導 

・朝読書や読み聞かせの時間をはじめ、教育活動の中に読書の時間を取り入

れることで、読書習慣の形成に取り組みます。 

・学校図書館指導員を配置し、利用頻度を高めるように環境整備を進めます。 

  ・学校図書館や町図書館の利用を進め、読書を通じて「考える力」、「感じる

力」、「想像する力」を身につけられる機会を確保し、児童生徒の「主体的

な学び」に繋げます。 
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（４）「幼・保・小・中」の連続性を大切にした指導 

・「幼・保・小交流会」等の充実を図り、学びや育ちの連続性を大切にした、

幼児教育から学校教育への円滑な接続を図ります。 

 

（５） 学校給食センターにおける取り組み 

・調理及び配送、配膳業務を委託した民間業者と連携し、安全でおいしい給食

の安定的な提供に努めるとともに、栄養バランスのとれた、心のこもった手

作りの給食を通して、児童生徒が食の大切さを学ぶ食育の充実を図ります。 

・子どもたちが地域の産業や農産物を身近に感じ、興味・関心が高まるよう、

地産地消を推進します。 

 

６ 地域に向けた情報発信の強化 

（１）二宮町ホームページや広報紙の積極的な活用 

  ・地域とともにある開かれた学校づくりを推進するため、町ホームページや広

報紙、学校だより等従来の手法に加え、学校独自のホームページ立ち上げを

進めます。 

（重点施策 7-（１）） 
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２ 社会教育 

町民一人ひとりが、生涯いつでもどこでも自由に学習することができ、その成果が適

切に評価されるような「生涯学習社会」の実現を目指し、多様な学習機会の提供、文化

活動の推進、学習環境の整備をすすめます。 

町の文化交流拠点として、生涯学習センター「ラディアン」及び図書館が開館 20 年

を迎え、今後に向けたあり方の検討を行います。 

また、将来の二宮町を担う子どもの健全育成のため、コミュニティ・スクールと連携

しながら地域全体で子どもの学びや成長を支える「地域学校協働活動」の推進を図りま

す。 

さらに、体育施設の維持管理、各種大会、団体等の支援を通じて、地域や仲間との連

帯感の醸成や生涯スポーツの普及を図ります。 

 

４ 地域文化の向上 

（１）二宮の自然・歴史・文化に触れる機会の提供 

①文化芸術の振興・支援 

・神奈川県西部地域ミュージアムズ連絡会への参加により広域連携による文化

活動を推進します。また、ラディアンホールのイベント事業など各種団体と連

携して文化・芸術活動を支援していきます。 

・町民の日頃の文化活動の成果発表の場の提供、伝統芸能の保存及び郷土愛の

醸成を目的として「文化祭」、「ピアノマラソンコンサート」、「民俗芸能のつど

い」などを実施します。 

・「ふたみ記念館」では、町出身の画家二見利節の絵画について、保存・展示に

努めるとともに、展示ギャラリーの貸し出しを行うことで、施設の有効活用と

地域に根ざした美術館を目指します。 

 (重点施策 4-(1)-①) 

・町指定文化財や貴重な資料などの保存・整理に努め、展示等公開するととも

に、「湘南二宮バーチャル郷土館」や「にのみや町民大学講座」等を通じて二

宮の自然や歴史に触れる機会を提供し、二宮町の魅力発信を行います。 

 

②多世代が集い、学習し交流拠点となる場としての生涯学習センター・ラディア

ン及び図書館のあり方の検討 

・町民の交流拠点としてラディアン及び図書館の活用方法やあり方を他の事例

も参考にしながら検討を行います。 

（重点施策 4-(1)-②） 
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③二宮町生涯学習センター「ラディアン」施設 20 周年記念事業の推進 

・ラディアン開館 20 周年を記念し、団体が実施するラディアンホールを活用し 

た文化事業に支援を行うことにより、二宮町の文化の向上及び普及を図り、

町民が多様な文化に触れることができる機会を提供します。 

（重点施策 4-(1)-③） 

④学習機会の整備 

・生涯学習情報誌「身近な余暇ガイド」の情報収集・更新を行い、学習相談に

応えるとともに、「町民大学サポーター制度」の周知・活用を図ります。 

・生涯学習ボランティアが企画運営する「にのみや町民大学講座」を実施し、

町民が主体となった学習機会を提供します。 

・「にのみや町民大学講座」終了後も学習者が継続して学習できるよう、サーク

ル化に向けた支援を行います。 

・神奈川大学との包括協定事業の一環として、大学の資源を活用した事業を実

施します。 

 

（２） 図書館事業の推進 

① 子育て支援の推進 

・「ブックスタート事業」（子育て・健康課共催）を継続実施します。「あかちゃ

んがはじめてであう絵本」を配布し図書館利用の促進を図るとともに、子育て

に関する図書を集めた「子育て関連図書コーナー」や子育て情報を集積した「子

育て情報コーナー」の充実を図ります。 

・子どもの年齢に合わせた行事や子育て支援関連事業を開催します。 

② 図書館資料の充実 

・新刊書や利用者からのリクエスト本等を新規に購入し、蔵書の更新を図ると

ともに、図書館基金を活用し、児童、ティーンズ向けや健康医療関連本等、

図書資料の充実を図ります。 

③ 図書館サービスの充実 

・町の文化・情報の発信拠点として、「広報にのみや」、「ホームページ」を活用

し「図書館だより」の発行、またＳＮＳ（ツイッター、町フェイスブック）の

活用により、図書館活動のＰＲや利用促進を図ります。 

・町立小・中学校と連携し、読書の推進をしていくとともに、学校図書館担当

者会議等で、学校と図書館の情報交換を積極的に行います。また、児童生徒の

図書館利用を促進するため、小・中学校による資料活用や見学の実施を呼びか

けます。 

・夏休み前に「小・中学生にすすめたい本」リストを作成・配布します。 

・ティーンズコーナーの充実を図り、中高生の居場所としてのコーナーづくり

に努めます。 

・学校の夏季休暇期間など、調べ学習での利用が多くなる時期に「こどものほ

んコーナー」に図書の相談員を配置し、児童生徒の調べ学習の支援、読書相談

を行います。夏季以外にも相談員の配置日を設け、年間を通じて児童および親
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子への本の相談にも対応します。 

・「インターネットの蔵書検索システム」、「県内図書館の相互貸借システム」を

活用し、予約・リクエスト等資料の迅速な提供に努めます。 

・所蔵資料がさらに活用されるよう、書庫の本の紹介や時事に沿った展示コー

ナーで積極的に資料の紹介を行います。また、蔵書管理の徹底を図ります。 

・町民のボランティア参加により、図書館運営及びサービスの向上を目指すと

同時に図書館運営への理解を深めてもらいます。（録音図書ボランティア、修

理ボランティア、書架整理ボランティア） 

・二宮に関する資料や行政資料を収集・保存し、町に関する情報を町民がいつ

でも閲覧できるように整備します。「二宮ゆかりの人物ガイドブック」の増補

改訂版の活用や、展示に力を入れ、二宮の歴史に触れる機会を提供します。 

・今までに図書館を利用したことのない方の利用促進を目指します。 

   ➃ 二宮町新図書館開館 20 周年記念事業の推進 

    ・新図書館開館 20周年記念事業として、協力団体との共催講座および文学講座   

       を開催します。 

（重点施策 4-(2)-④） 

 

（３） 社会教育事業の推進 

①コミュニティ・スクールと連携した放課後子ども教室の拡充 

・放課後の安全・安心な居場所作りと子どもたちの豊かな人間性を育むため地

域学校協働活動推進員と連携し、地域のボランティアの方々の協力のもと放課

後子ども教室を実施します。 

・見守り、学習支援、放課後の居場所づくりなど地域学校協働活動を推進しま

す。 

（重点施策 4-(3)-①） 

②人権教育の推進 

・様々な人権問題に対し、人権意識を育むために人権教育研修会等を開催し啓

発を行います。 

③ 青少年の健全育成 

・青少年指導員連絡協議会、スポーツ推進委員、ＰＴＡ連絡協議会、子ども会

育成会連絡協議会との協力・連携により、児童・生徒の地域活動を促進します。 

・子どもたちの豊かな人間性と社会性を育むため、レクリエーション、スポー

ツなどの体験活動や中学生が主体となって企画・運営する事業等を実施します。

また、引き続き、子どもたちのリーダーも養成します。 

・「中学生交流洋上体験研修」、「青少年交流キャンプ」などの実施、「子ども野

外研修事業」等、子ども会事業の支援によって、広い視野を持った青少年を育

成します。 

・青少年環境浄化推進員との連携により、「青少年の健全育成キャンペーン」、「有

害図書の区分陳列の調査」及びＰＴＡ連絡協議会が行う「子どもＳＯＳのいえ」

への支援を実施し、青少年の社会環境浄化及び安全・安心の確保に努めます。 
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・ものづくりや科学実験等の体験活動の場として、「子どもチャレンジ教室」を

実施します。 

④ 社会教育関係団体との連携 

・町内の各社会教育関係団体との連携を密にし、共催事業の実施、研修会の開

催など活動の支援を行います。 

⑤ 町民参加による大会の実施 

・地区や団体等の参加による「町内一周継走大会」を実施し、地域住民と青少

年の交流親睦を図ります。 

・スポーツ推進委員連絡協議会主催の「バウンスボール大会」など町民が主体

となったスポーツ事業の支援を行います。 

・多くの町民が参加できる「二宮町体育祭」を開催し、町民へのスポーツ・レ

クリエーションの普及を図ると共に、地域の人たちのスポーツを通したふれあ

いにより、地域住民同士の連帯感を醸成します。 

 

５ 社会教育施設の適切な運営 

（１） 生涯学習センター「ラディアン」の適切な運営 

  ①生涯学習センター「ラディアン」長寿命化計画の策定 

  ・ラディアン開館 20年を迎え、現況調査をもとにした施設の長寿命化計画の策 

定と一部の修繕設計を実施し、施設の維持管理を図ります。 

・町民の学習・文化活動の拠点として、ラディアンの適切な施設運営を行いま

す。また、公共施設予約システムによる施設利用者の利便性の向上と施設運営

の効率化を図ります。 

（重点施策 5-(1)-①） 

（２） 体育施設の適切な運営 

・体育施設の効率的な運営や整備を行い、町民の主体的なスポーツ活動の場の

提供を行います。また、生涯学習センター・ラディアンと同様に公共施設予約

システムを活用し、施設利用者の利便性の向上と施設運営の効率化を図ります。 

 

 

６ 地域に向けた情報発信の強化 

（１）二宮町ホームページや広報紙の積極的な活用 

・町民が等しく生涯学習の機会を得られるよう、二宮町ホームページや広報紙

等を通じて、また、社会教育関係団体、社会教育施設利用者等、人と人とのネ

ットワークを通じて、学習・文化、スポーツ等の情報を積極的に発信していき

ます。 

 （重点施策 6-(1)） 
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二宮町教育委員会は、教育長及び 4名の教育委員で構成され、教育委員会議において

教育に関する規則の制定や重要な事項を審議決定しています。 

 

二宮町教育委員会（令和 3 年 3 月 31 日現在） 

職 名 委員名 任 期 

教育長 森
もり

 英夫
ひ で お

 
平成 30 年 12 月 26 日 ～ 令和 3 年 3 月 31 日 

令和 3 年 4 月 1 日 ～ 令和 6 年 3 月 31 日（再任） 

教育長 

職務代理者 
山内
やまのうち

 みどり 
平成 25 年 12 月 23 日 ～ 平成 29 年 12 月 22 日 

平成 29 年 12 月 23 日 ～ 令和 3 年 12 月 22 日（再任） 

委 員 渡辺
わたなべ

 優子
ゆ う こ

 平成 30 年 10 月 1 日 ～ 令和 4 年 9 月 30 日 

委 員 野谷
の や

 悦
まこと

 令和元年 10 月 1 日 ～ 令和 5 年 9 月 30 日 

委 員 岡野
お か の

 敏彦
としひこ

 
平成 28 年 10 月 1 日 ～ 令和 2 年 9 月 30 日 

令和 2 年 10 月 1 日 ～ 令和 6 年 9 月 30 日（再任） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

教育委員会について 
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第 1章 教育委員会の活動状況について 

1  教育委員会議の運営状況（令和２年度） 

開催日 審議された議案・主な意見・提案 議決要旨 備 考 

令和 2 年 

4 月 17 日 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜付議事項＞ 

・二宮町教科用図書採択検討委員会委員の委嘱につ

いて 

・学校の働き方改革に関する基本方針 

 

＜報告・協議事項＞ 

・令和 2 年度神奈川県市町村教育委員会連合会総

会について 

・町立小中学校ホームページの開設についてについ

て 

・新型コロナウイルス感染防止対策のための今後の

生涯学習事業の開催について 

 

＜事務報告等に対する主な意見・提案事項＞ 

学校の休校の長期化による学習について 

 

原案可決 

 

原案可決 

 

＜傍聴 0 名＞ 

 

（回答） 

課題の配付をポスティング

による訪問を行い、また電

話連絡による確認も行って

います。 

オンライン授業は、家庭の

インターネット環境の整備

状況の把握確認が完了して

いないので、実施をしてい

ません。 

 

 

 

令和 2 年 

5 月 22 日 

 

 

 

 

 

＜付議事項＞ 

・令和２年度二宮町立小・中学校で使用する教科用

図書の採択方針について 

・令和２年度二宮町一般会計補正予算（第２号補正）

（案）について 

令和２年度二宮町一般会計補正予算（第３号補正）

（案）について【非公開】 

＜報告・協議事項＞ 

・令和２年度二宮町一般会計補正予算（第１号補正）

について 

・小・中学校学級編制及び児童生徒数について 

・二宮町体育協会補助金交付要綱の一部を改正する

要綱について 

・二宮町市町村対抗駅伝競走大会補助金交付要綱の

一部を改正する要綱について 

＜事務報告等に対する主な意見・提案事項＞ 

生涯学習課の事業は、早めに方向性を決めてもらい

各団体等にお知らせをして欲しいです。 

 

 

原案可決 

 

原案可決 

 

原案可決 

 

 

＜傍聴 3 名＞ 

 

（回答） 

事業は、色々な方が関わっ

ていため、関係団体や地区

長などに意見を伺い、早め

に方向性を決めてお知らせ

します。施設の開館につい

ても、対策本部でその都度

検討をしていますが、現段

階では開館はできないとい

う状況です。 
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開催日 審議された議案・主な意見・提案 議決要旨 備 考 

令和 2 年 

6 月 19 日 

 

＜付議事項＞ 

なし 

＜報告・協議事項＞ 

・『二宮町新型コロナウイルス感染症に対応した学

校再開ガイドライン』及び『学校における新型

コロナウイルス感染症に関する衛生管理マニュ

アル～「学校の新しい生活様式」～』について 

・二宮町社会教育施設の利用再開における新型コ

ロナウイルス感染症拡大予防対策についてにつ

いて 

・二宮町図書館再開後の新型コロナウイルス感染

症拡大予防対策について 

・ＧＩＧＡスクールについて 

 

＜事務報告等に対する主な意見・提案事項＞ 

学校が再開され、掃除や消毒に学校の先生方だけ

では手が回らないと声が聞かれます。予算措置等

の検討をお願いします。また、今後の状況が見通

せない中、オンライン授業のためのタブレット端

末の配付等の進捗状況はどうでしょうか。 

 

 

 

＜傍聴 0 名＞ 

 

（回答） 

国の補正予算が通ったこと

により、学習指導員やスク

ールサポートスタッフ等が

増員されました。また、ス

プレーボトルや非接触体温

計等を各学級に設置したし

たため、手間が少し解消さ

れたと思います。 

タブレット端末について、

小学校ではルールを決めて

から貸し出しを開始予定し

ています。中学校は既に 13

台貸し出しをしています。 

グーグルアカウントのドメ

イン取得が完了したので、

320 台全ての端末にズーム

がインストールされていま

すので、オンライン朝の会

が実施可能な状態になって

います。 

令和 2 年 

7 月 30 日 

 

＜付議事項＞ 

・令和３年度小学校使用教科用図書採択について 

・令和３年度中学校使用教科用図書採択について 

・令和３年度小・中学校使用学校教育法附則第９

条による教科用図書採択について 

・令和２年度二宮町一般会計補正予算（第４号補

正）について【非公開】 

＜報告・協議事項＞ 

・二宮町児童生徒就学援助費交付要綱の一部を改

正する要綱について 

・二宮町準要保護者昼食代援助費交付要綱につい

て 

・令和２年度二宮町学校給食費取扱い特別要綱に

ついて 

 

 

原案可決 

 

原案可決 

 

原案可決 

 

原案可決 

 

 

＜傍聴 16 名＞ 
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開催日 審議された議案・主な意見・提案 議決要旨 備 考 

令和 2 年 

8 月 21 日 

 

＜付議事項＞ 

・令和２年度二宮町一般会計補正予算（第５号補

正）（案）について【非公開】 

・二宮町教育支援委員会委員の委嘱について 

 

＜報告・協議事項＞ 

・小中一貫教育研究について 

・二宮町教育委員会点検及び評価報告書（案）に

ついて 

・学校給食費無償化の取り扱いについて 

・教育支援室教育相談活動について 

 

＜事務報告等に対する主な意見・提案事項＞ 

小中一貫教育により教員の負担は増加するのか、

ワーキンググループによる一時的なものなのか、

実現後に解消されるのでしょうか。 

各教科で主体的、対話的で深い学びの推進を授業

の中にどう取り入れるかが問題のため、長期計画

をなるべく早く示していただきたいです。 

 

原案可決 

 

原案可決 

＜傍聴 0 名＞ 

 

（回答） 

教員の負担感は、実施後は

もっと大きくなると思いま

すので、準備段階から負担

の内容と対策を十分に検討

する必要があります。 

山西小学校を中心に主体

的、対話的で深い学びの研

究を始め、全ての小中学校

に活動の幅を広げていると

ころです。 

 

令和 2 年 

9 月 24 日 

 

＜付議事項＞ 

なし 

＜報告・協議事項＞ 

・二宮町教育委員会点検及び評価報告書（案）に

ついて 

・新型コロナウイルス感染症対策に係る生涯学習

課所管施設の今後の対応について 

・令和３年成人祝賀会について 

 

＜事務報告等に対する主な意見・提案事項＞ 

教室内で熱中症にかかったという話を聞いたこ

とがあります。各校でどうやって換気をしていく

かというルールの統一性はあるのでしょうか。 

 

 

 

 

 

 

 ＜傍聴 0 名＞ 

 

（回答） 

熱中症になった原因を調べ

ると、教室内でもうまく冷

えない位置があるようなの

で、扇風機を併用し空気を

対流させるようにしていま

す。また、文部科学省から

『学校における新型コロナ

ウイルス感染症に関する衛

生マニュアル』が出ていま

すが、試行錯誤を繰り返し

改訂されています。学校は

それに沿ってその都度管理

の仕方を変更しています。 
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開催日 審議された議案・主な意見・提案 議決要旨 備 考 

令和 2 年 

10 月 30 日 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜付議事項＞ 

・二宮町公立学校教職員人事異動方針 

 

＜報告・協議事項＞ 

・二宮町教育委員会点検及び評価報告書（案）に

ついて 

・二宮町修学旅行中止に伴うキャンセル料等補助

金交付要綱について 

・二宮町図書館資料除籍要綱について 

・小中一貫教育に係る課題の整理について 

 

＜事務報告等に対する主な意見・提案事項＞ 

二宮町教育委員会点検及び評価報告書について、

目標設定を明確にし、何でできなかったのかの要

因分析が重要で、何が原因だったかをしっかり書

いていただけると次に繋がると思います。 

 

 

原案可決 

 

 

＜傍聴 5 名＞ 

 

（回答） 

長期的な計画がない中で

毎年基本方針を作り、重点

の部分について評価を行

っています。基本方針を作

る段階で目標を設定する

必要がありますので、今回

をきっかけに進めていき

たいと思います。 

 

 

 

 

 

 

令和 2 年 

11 月 19 日 

 

 

 

 

 

＜付議事項＞ 

・令和２年度二宮町教育委員会表彰被表彰者の選

考について【非公開】 

 

＜報告・協議事項＞ 

・二宮町教育委員会点検及び評価報告書（案）に

ついて 

・令和３年度予算について 

 

＜事務報告等に対する主な意見・提案事項＞ 

「外国語教育の充実」の評価が昨年度と今年度と

もにＢの評価ですが、町のアピールポイントなの

で、ALT の先生を招いていることなど、より良く

するための対策をしているので、具体的に書くべ

きだと思います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

原案可決 

 

 

＜傍聴 5 名＞ 

 

（回答） 

もう少し具体的な対策・明

記を検討したいと思いま

す。 
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開催日 審議された議案・主な意見・提案 議決要旨 備 考 

令和 2 年 

12 月 18 日 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜付議事項＞ 

・二宮町教育委員会点検及び評価報告書（案）に

ついて 

・二宮町教育委員会公印規程の一部を改正する規

程について 

 

＜報告・協議事項＞ 

 

＜事務報告等に対する主な意見・提案事項＞ 

教育委員会点検及び評価報告書は、前年度の評価

を 6 月くらいもしくは、第１四半期にできないの

でしょうか。前年が終わった直後に振り返って次

の年に生かす事に意味があると思います。 

 

 

 

 

原案可決 

 

原案可決 

 

 

＜傍聴 2 名＞ 

 

（回答） 

評価の時期を早めなけれ

ばならないことは痛感し

ています。9 月に町議会の

決算ありますので、同時に

点検評価を行うのは合理

的です。また、9月から 10

月が予算編成時期なので、

前年度の評価をしたら、翌

年度の予算に反映するこ

とになります。まずは、評

価を議会の決算の時期を

目途に進めたいと思いま

す。 

令和 3 年 

1 月 22 日 

 

 

＜付議事項＞ 

・令和２年度二宮町一般会計補正予算（案）につ

いて 

・令和３年度二宮町予算（案）について 

・二宮町体育施設の設置、管理等に関する条例施

行規則の一部を改正する規則 

 

＜報告・協議事項＞ 

・令和３年度二宮町教育委員会基本方針（案） 

 

＜事務報告等に対する主な意見・提案事項＞ 

成人式の対応について、1 月 5 日にコロナ対策本

部が開かれ、式典中止の通知をしたのが、9 日だ

と報告でした。もう少し早く通知ができなかった

のでしょうか。また、実行委員さんにはどのよう

に相談をして、どんな手応えだったのでしょうか。 

 

 

原案可決 

 

原案可決 

原案可決 

 

＜傍聴４名＞ 

 

（回答） 

実行委員さんには、1 月 4

日に中止の可能性の意見

を求めました。5 日の対策

本部で中止が決まり、はが

きで通知をお送りしてい

ます。中止の報告を実行委

員さんにしたところ様々

な意見が出ました。実行委

員さんの気持ちを大切に

しながら、代替事業を一緒

に考えていくことになり

ました。9 日は別の通知に

なります。 

 

 



20 

 

開催日 審議された議案・主な意見・提案 議決要旨 備 考 

令和 3 年 

2 月 9 日 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜付議事項＞ 

・令和２年度二宮町一般会計補正予算（案）につ

いて 

・二宮町図書館規則の一部を改正する規則につい

て 

 

＜報告・協議事項＞ 

・令和３年度二宮町教育委員会基本方針（案）に

ついて 

・小中一貫教育の今後のあり方について 

 

＜事務報告等に対する主な意見・提案事項＞ 

小中一貫教育の今後のあり方について、小中学校

の配置を教育委員会として希望を示すことは責務

だと思います。 

 

 

原案可決 

 

原案可決 

＜傍聴 10 名＞ 

 

（回答） 

昨年度の意見交換会と提案

した計画のなかで、中学校へ

の視点が欠けていたことは

反省しています。小学校と中

学校を揃えるかなど様々な

ケースを考える必要があり

ます。 

令和 3 年 

3 月 26 日 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜付議事項＞ 

・令和３年度二宮町教育委員会基本方針について 

・二宮町学校運営協議会規則を改正する規則につ

いて 

・二宮町地域学校協働活動推進員設置規則の一部

を改正する規則について 

・学校運営協議会委員の委嘱について 

・二宮町青少年指導員の委嘱について 

・地域学校協働活動推進員の委嘱について 

・教職員等人事について【非公開】 

・教育委員会事務局職員等人事について 

【非公開】 

・令和３年度二宮町一般会計補正予算（案）につ

いて 

＜報告・協議事項＞ 

・教育長職務代理者の氏名について 

・各種委員会委員等の選任について 

・小中一貫教育について 

・ＩＣＴの整備状況及びコミュニティスクールに

ついて 

・二宮町立小中学校感染症対策等学校教育活動継

続支援補助金交付要綱について 

 

 

原案可決 

原案可決 

 

原案可決 

 

原案可決 

原案可決 

原案可決 

原案可決 

原案可決 

 

原案可決 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜傍聴 7 名＞ 
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開催日 審議された議案・主な意見・提案 議決要旨 備 考 

 ・二宮町児童生徒就学援助費交付要綱の一部を改

正する要綱について 

・二宮町特別支援教育就学奨励費交付要綱の一部

を改正する要綱について 

・教育相談・教育支援室活動の状況について 

【非公開】 

・令和２年度学校生活全般における体罰の実態把

握に関する調査について 

・辞令交付式について【非公開】 

・令和２年度教育委員会議日程について 

【非公開】 

・令和３年度学校給食実施計画について 

・温水プールの今後の対応について 

＜事務報告等に対する主な意見・提案事項＞ 

地域学校協働活動推進委員を更に活用するため

に、学校の先生方の相談に乗る立場の方の配置を

検討してもらいたいです。地域の方が学校に入っ

てくださるのは助かるけれど、学校はその対応で

疲れてしまう場合もあります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（回答） 

どの学校にも地域連携に関

する総括の先生が置かれて

いますが、管理職である教

頭先生に一極集中していま

す。先生への浸透について、

教育総務課でも体制を整え

ていければと思います。 
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2  学校訪問 

＜訪問内容＞ 

① 授業参観 

② 「教育方針」「学校教育推進に伴う課題（施設の維持・危機管理・服務など）」について説明 

③ 具体的な教育活動（児童生徒指導の実情と問題点）や学校研究の特色などについての説明 

④ 質疑応答 

＜学校訪問の状況＞ 

訪問日 場 所 

令和 2 年 9 月 24 日 町立二宮小学校 

令和 2 年 10 月 30 日 町立二宮中学校 

令和 2 年 11 月 12 日 町立二宮西中学校 

令和 2 年 11 月 19 日 町立山西小学校 

令和 2 年 12 月 18 日 町立一色小学校 

 

 

3  研修会 

 関東甲信越静市町村教育委員会連合会総会及び研修会（5 月 28 日・群馬県太田市）は、新型コロ

ナウイルス感染症の感染拡大防止により開催中止となった。 

総合教育展（9 月 16 日・千葉県幕張メッセ）に出席し、研鑽を積んだ。 

 

 

4  その他の活動状況 

①町の各種委員会委員への選任状況 

委員会の名称 委員名 

都市計画審議会 野谷 悦 

学校給食センター運営委員会 渡辺 優子 

二宮育英会 山内 みどり 

 

②小・中学校や教育委員会関係行事への参加状況  

開催日 行事名 

令和 2 年 4 月 1 日 教職員等辞令交付式 

5 月 22 日 第 1 回総合教育会議 

8 月 21 日 第 2 回総合教育会議 

令和 3 年 1 月 5 日 教育委員会表彰式 
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1 月 22 日 第 3 回総合教育会議 

3 月 31 日 教職員等転退職者辞令交付式 

 

 

5  教育委員会議の公開 

 二宮町教育委員会議規則第 15 条に基づき、会議は教育長の許可を得て傍聴することができるとし

ている。 

 令和２年度は、52 名の傍聴人があった。 

 

 

6  教育委員会の活動状況 点検評価 

 ※「別紙１ 教育委員会の活動状況 点検評価シート」に記載（次ページ以降） 
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別紙１ 教育委員会の活動状況 点検評価シート 

 

項目 
前年度 

実績・状況 

当年度 

実績・達成状況 

 

教育委員会議の実施状況 

 

１ 開催回数 12回 

定例会  12回  

臨時会   0回 

 

２ 議案件数 48件 

 

３ 請願件数  0件 

 

４ 傍聴    47名 

 

１ 開催回数 13回 

定例会  12回  

臨時会   1回 

 

２ 議案件数 27件 

 

３ 請願件数  0件 

 

４ 傍聴    52名 

成果・課題 評価・所見 

【成果】 

令和２年度二宮町教育委員会基本方針を念頭に

置き、議案27件を審議した。各定例会においては

コロナ禍における各事業の進捗状況と現状の課

題の共有化を進めた。また、コロナ状況下におけ

る学校運営、学校給食の衛生管理や安定運用、

GIGAスクール構想への対応とオンライン授業に

向けたICT環境整備、小中一貫教育の方向性検討、

さらには図書館運用や各種イベントの開催可否

など、可及的速やかな対応が求められる事案につ

いて迅速に検討を進め、それぞれに対応した。 

 

【課題】 

開かれた会議運営という点で、教育委員会の定

例会議事録と会議資料をホームページに掲載し

て、町民への共有化を推進した。ただし、議事録

作成の遅れによりホームページの掲載時期が遅

れることが多かったため、迅速な議事録作成の事

務作業効率化が継続課題となっている。 

二宮町の教育全般について、未来を担う子ども

たちのために、町民の意思を的確に反映しつつ、

執行機関としての役割を果たしていく。 

 Ａ 

 （前年度評価：Ａ） 

 教育委員定例会においては、学校教育や生涯学習

の現状や課題を共有し、顕在化した課題の解決策

や、これから顕在化すると予想される課題の発掘に

向けた意見交換により、課題解消に向けたアイデア

の発掘や懸念点の共有化を進め、その解消策を着実

に講じている。現状課題の共有とその迅速対応は着

実に講じることができたため評価はＡとした。 

町民への迅速な情報共有という点において、年度

途中の議事録作成が遅れたが、年度末に向けて議事

録作成を迅速化することに取り組み、議事録作成の

スピードアップの方策を講じた。 

次年度以降は、迅速な議事録作成に努めるととも

に、教育委員会制度、法の趣旨に則り、適切に教育

行政を運用するとともに、二宮町の教育界を次代へ

と導く役割を果たしていく。 
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別紙１ 教育委員会の活動状況 点検評価シート 

 

  

項目 
前年度 

実績・状況 

当年度 

実績・達成状況 

 

学校訪問等 

の活動 

 

１ 学校訪問 

町立小中学校 5校訪問 

 

２ 各種研修会等 

関東甲信越静市町村教育委員会連合会総

会 

神奈川県市長村教育委員会連合会研修会 

 

３ その他の活動 

学校教育・生涯学習関連各種行事に参加 

 

 

 

１ 学校訪問 

町立小中学校 5校訪問 

 

２ 各種研修会等 

市町村教育委員会オンライン協議会 

総合教育展 

 

３ その他の活動 

 活動なし 

成果・課題 評価・所見 

【成果】 

学校訪問時は事前に給食の試食をし、普段、子どもたちが

食べているものの質や量を確認している。学校訪問では授業

参観や懇談を通じて、現場の児童生徒、先生の様子を感じ、

活発な意見交換を通じて各学校の教育方針や学校経営の実情

を確認することができた。また、教育委員会の諸行事に参加

をすることで、教育行政全般に目を向けた幅広い視野を持て

るよう努めた。併せて、文部科学省や民間の研修会等に参加

し、教育行政全般について研鑽を積んだ。以上のような機会

により教育委員としての資質向上につながり、定例会等でよ

り良い議論や意見交換・提案等につながっている。 

 

【課題】 

学校訪問等を通じて学校現場を把握することについては時

間が限られていることもあり、より正確に学校の状況を理解

する機会や方法を考えていくことが課題である。 

 Ａ 

 （前年度評価：Ａ） 

 学校訪問や諸行事の参加により、教育現

場の状況を確認するとともに、顕在化した

学校運営の課題発掘とその解消策を見出す

活動を推進するとともに、各種研修会に参

加したり、活発に意見交換をすることで研

鑽に勤めた。 

 引き続き、各種行事、研修会に参加をす

ることで視野を広げ、教育行政全般に関す

る諸課題についてさらなる改善を図るとと

もに学校訪問については、より学校の実情

の把握に努める。 



26 

 

  

 

1  教育総務課の主要事業 

 ●学校教育の重点施策 

重点施策 頁 

１ 児童・生徒の「生

きる力」の育成 

（１）自ら学ぶ力を養うた

めの教育の推進 

①言語活動の充実を基盤とした学び合いの促進 

28 

29 
②英語教育の充実 

③ICT 環境を活用した授業の充実 

２ すべての児童生

徒が安心して学

べる教育環境の

整備 

（１）支援が必要な児童生

徒への対応の充実 

①いじめ、不登校、ひきこもり等に対する体制の強化 
30 

②インクルーシブ教育・支援教育の充実 

（２）教職員における働き

方改革の推進 

①統合型校務支援システムの活用 
31 

②部活動ガイドラインに基づく部活動の充実 

（３）教職員の指導力の向

上 

①「教職員授業力向上研究事業」の推進 
32 

②教育研究所における研修の充実 

（４）児童生徒の学習環境

の整備 
①学校施設等現況調査の実施 33 

３ 将来に向けた特

色ある学校づくり

のための検討 

（１）二宮町小中一貫教育校設置計画の推進 
34 

（２）小中一貫教育カリキュラム研究の推進 

（３）コミュニティ・スクール運営の促進 ①地域における児童生徒の活動の促進 35 

６ 地域に向けた情

報発信の強化 
（１）二宮町ホームページや広報誌の積極的な活用 40 

第 2章 教育委員会における主要事業

の執行状況 
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２  生涯学習課の主要事業 

 ●社会教育の重点施策 

重点施策 頁 

４ 地域文化の向上 

（１）二宮の自然・歴

史・文化に触れる機会

の提供 

①文化芸術の振興・支援 

36 

②多世代が集い、学習し交流拠点となる場としての生

涯学習センター・ラディアン及び図書館のあり方の検

討 

③二宮町生涯学習センター（ラディアン）施設 20 周年

記念事業の推進 

（２）図書館事業の推

進 

① 子育て支援の推進 

37 
② 図書館資料の充実 

③ 図書館サービスの充実 

④ 二宮町図書館開館 20 周年記念事業の推進 

（３）社会教育事業の

推進 

① コミュニティ・スクールと連携した放課後子ども教室

の推進 
38 

５ 社会教育施設の

適切な運営 

（１）生涯学習センター「ラディアン」の

適切な運営 

①生涯学習センター「ラディアン」長寿

命化計画の策定 
39 

６ 地域に向けた情

報発信の強化 
（１）二宮町ホームページや広報誌の積極的な活用 41 

 

3  教育委員会の活動状況 点検評価 

※「別紙２ 教育委員会事務局の活動状況 点検評価シート」に記載（次ページ以降） 
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別紙２ 教育委員会事務局の活動状況 点検評価シート 

項目 

（重点施策・事業） 

前年度（令和元年度） 

実績・状況 

当年度（令和２年度） 

実績・達成状況 

重点施策 

１ 児童・生徒の「生 

きる力」の育成 

(１)自ら学ぶ力を養 

うための教育の推

進 

①言語活動の充実を 

基盤とした学び合

いの促進 

②英語教育の充実 

③ICT環境を活用した

授業の充実 

 

（教育総務課 

指導班） 

①  全国学力学習状況調査（以下「全

国学状」）において、話し合う活

動を通して自分の考えの広がり、

深まりを感じているかに肯定的

な回答の割合：小学校 69％、中学

校 73.4％ 

② 小学校では外国語担当教員を配

置し、小学校３校で担任と協働し

て授業を実施。英語検定奨励金の

対象を英検３級とし、対象者を中

学校3年生から中学校全学年に広

げた。 

・ＡＬＴの年間配置日数－小学校 3

校 174日、中学校 2校 104日 

・英語検定奨励金 

英検受験者数・受験率→未把握 

(臨時一斉休業でアンケート未実施※例年 3

月実施)、奨励金支給額 294,000円 

③ 全国学状において、週 1回以上使

用した児童生徒の割合：小学校

18.1％、中学校 32.8％ 

【行政評価の成果指標】 

①なし 

②中学校卒業時における英検 3級の

取得率 

③週１回以上授業で ICTを使用した

か 

【目指すべき目標】 

① ①全国学状：話し合う活動を通して

自分の考えの広がり、深まりを感じ

ているかに肯定的な回答の割合、小

学校 75％、中学校 75％ 

②  ⇒結果：令和２年度は調査中止 

③ ②取得率 50％ 

④  ⇒結果：35.2％ 

⑤ ③100％ 

⑥  ⇒結果：令和２年度は調査中止 

【実績・達成状況】 

①全員挙手の授業を山西小学校に

て先行実施。他校にも研究の成果を

共有した。 

②英検３級の取得率は、コロナ禍に

より受験者数も減少し、低い数値と

なった。一方で、日々の学習におい

ては、ALT、専科、担任それぞれが

もつ強みを生かしながら、自分の気

持ちを表現したくなる場面設定を

意識した授業を展開した。 

③情報教育担当者会で具体的な ICT

機器の活用例を共有した。 

 

 

 

 

 

現計予算額（円） 決算額（円） 現計予算額（円） 決算額（円） 

8,634,000 8,324,000 8,898,000 8,487,203 
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成果・課題 評価・所見 

【成果】 
①山西小では、全員挙手等の取り組みにより、

児童の主体性や相互に尊重しあう気持ちが育ま
れ、学校全体の雰囲気がより良いものとなった。
また、子どもが発言しやすい授業づくりについて
課題を具体的に把握することができた。 

②英語への抵抗感が全体として減ってくるな
ど子どもの姿にも変化が見られるようになって
きた。 

③ICT 機器の活用例を共有することで、ＰＣ教
室の活用や拡大提示装置等の授業での活用場面
が広がってきている。 

 
【課題】 

①全員挙手の取り組みについて、全部の課題を
把握するには至っていない。そのため、継続課題
として授業研究をさらに進め、早期に研究効果の
掌握と根本課題とその対処法を検討し、安定した
授業運営につなげる必要がある。 

②コロナの影響など英検３級取得率の低下を
改善する必要がある。 

③GIGA スクール構想に向け教員の研修のさら
なる充実が必要である。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Ｂ 

（前年度評価：Ｂ） 
①令和３年度、山西小学校での研究の成果を活

用して効果的効率的に研究に取り組み、初期課題

の具体化ができた。また、その授業研究を各校で

共有化することができた。 

②今後も英語教育研修会等を通じて、ALT、担

任、専科それぞれがもつ強みを生かしながら、子

どもたちが話したくなる、聞きたくなる外国語の

授業づくりに継続して取り組んでいく。 

③ICT の具体的な活用例の共有を今後も行い、

GIGA スクール構想の実現に向け教員の研修の充

実をはかる。 

全員挙手の授業研究は初期課題把握と学校間

共有はできたが、英語検定受験者数の安定化と

ICT 利活用の共有化と教員研修が遅れたため評価

はＢとした。 
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項目 

（重点施策・事業） 

前年度 

実績・状況 

当年度 

実績・達成状況 

重点施策 

２ すべての児童生

徒が安心して学

べる教育環境の

整備 

(１)支援が必要な児

童生徒への対応

の充実 

①いじめ、不登校、

ひきこもり等に対

する体制の強化 

② ②インクルーシブ教

育・支援教育の充実 

 

 

（教育総務課 

指導班） 

 

①ＳＳＷ２名、心理教育相談員２名

を配置し、教育相談や就学相談、

不登校等のケースについて、必要

に応じて関係機関と連携し対応し

ている。 

・ＳＳＷ配置日数および時間のべ 73

日、473時間 

・心理教育相談員配置日数および時

間のべ 149日 894時間 

・不登校率 小学校 H31：1.2％、中

学校 H31：3.4％ 

②支援を必要とする児童・生徒のニ

ーズに応じた教育を行うため、小

中学校に支援教育補助員を配置し

必要な支援を行った。また、日本

語を母語としない児童生徒に対し

て日本語指導員を派遣した。 

・支援教育補助員人数 5校合計 24名 

・日本語指導員人数   4校のべ 6名 

【行政評価の成果指標】 

①相談援助職の月あたりの合計稼働

日数：心理・SC20、SSW14、年間相

談件数 1045 件 

②支援教育補助員の人数 24人 

【目指すべき目標】 

①不登校率小学校：1％,中学校：4％ 

②支援教育補助員 24名ＳＳＷ２名、 

【実績・達成状況】 

①小学校 R2：1.6％、中学校 R2：5.1％ 

②支援を必要とする児童・生徒のニー

ズに応じた教育を行うため、小中学

校に支援教育補助員を配置し必要

な支援を行った。また、日本語を母

語としない児童生徒に対して日本

語指導員を派遣した。 

・支援教育補助員人数 5校合計 24名 

・日本語指導員人数  4校のべ 4名 

現計予算額（円） 決算額（円） 現計予算額（円） 決算額（円） 

24,825,000 23,893,039 28,582,676 27,934,385 

成果・課題 評価・所見 

【成果】 

①教育相談における町内 5 校のニーズを

鑑みて、ＳＳＷと心理教育相談員を配置し

た。援助職がそれぞれの専門性を生かしな

がら、外部機関と連携して児童生徒の支援

にあたった。学校において、援助職の専門

性について理解が進み、校内の教育相談体

制への位置づけができつつある。 

②ICT機器を効果的に活用することで、町

内５校の特別支援級間での交流が進み、子

どもの表現活動の機会が増えた。また、安

心して中学に進学できる体制づくりにも役

立った。 

【課題】 

①不登校児童生徒の割合は増加してお

り、更なる支援体制の強化をすることが課

題である。 

②多様化する教育的ニーズに対応するた

め、特別支援教育に関わる効果的な研修を

実施して、人材育成に努める必要がある。 

Ｂ 

（前年度評価：Ｂ） 

①不登校児童生徒の割合の増加について、コロナ禍の影

響等を踏まえ、多様化かつ複雑化する課題への対応や

援助職の校内の教育相談体制への位置づけについて

は更なる体制の充実を図っていく。 

②児童生徒の教育的ニーズにきめ細かく丁寧に対応し

ていくため、今後も支援教育補助員や日本語指導員を

継続して配置していきたい。また、特別支援教育に関

わる研修については、数か年単位で計画を立て、多様

化していく教育的ニーズに合った研修体系を整えて

いきたい。 

以上のように、各分野に引き続き取り組む課題があるこ

とからＢ評価とした。 
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項目 

（重点施策・事業） 

前年度 

実績・状況 

当年度 

実績・達成状況 

重点施策 

２ すべての児童生

徒が安心して学

べる教育環境の

整備 

 

(２) 教職員の働き方

改革の推進 

①統合型校務支援 

 システムの活用 

②部活動ガイドライ 

 ンに基づく部活動 

 の充実 

 

（教育総務課 

教育総務班・指導班） 

 

・平成 30 年度と同様に、留守番電話

や学校閉庁日を設定した。 

・超過勤務の実態を把握するため、

タイムカード（デスクネッツ）を活

用し、教員の在校時間の管理に努め

た。 

・令和元年 10 月に策定した二宮町立

学校に係る部活動の方針に則り、適

切な休養日及び活動時間を設定し

た。 

・各小学校、中学校において学習協

力者、体育・文化活動指導員等によ

る地域教育力を活用し、授業を実施

した。 

・学習協力者 10名 12団体 

・体育・文化活動指導員 10 名 7団体 

【行政評価の成果指標】 

教職員の時間外勤務の平均値（h/月） 

Ｒ２見込 39．2 

【目指すべき目標】 

時間外勤務時間を１か月で 45 時間、

１年で 360 時間を越えないことを最

低限の目標とする。 

【実績・達成状況】 

○統合型校務支援システムを活用す

ることにより、成績処理の効率化や児

童・生徒の情報を一括して管理するこ

とができるようになり、勤務時間の短

縮をすることができた。 

○二宮町立学校に係る部活動の方針

に則り、適切な休養日及び活動時間を

設定した。 

現計予算額（円） 決算額（円） 現計予算額（円） 決算額（円） 

1,050,000 728,800 10,618,000 10,354,420 

成果・課題 評価・所見 

【成果】 

令和２年度の教職員の時間外勤務の状況 

小学校平均  35.8（h/月） 430（h/年） 

中学校平均  43（h/月）   516（h/年） 

全校平均   38.8（h/月）  466（h/年） 

 

【課題】 

校務支援システムを活用したことに伴い、勤務

時間の短縮に繋げることができたが、目指すべき

目標の年間時間外勤務である 360 時間を大幅に超

えている。 

事務処理の効率化以外にも、教職員をサポート

する支援教育補助員やスクール・サポート・スタ

ッフなどを適正に配置することやコミュニティ・

スクールの更なる推進を図ることで、教職員が担

うべき業務に専念できる環境の整備と支援体制の

強化に努めていく必要がある。 

 

Ｂ 

 （前年度評価：Ｂ） 

①  働き方改革については、学校閉庁日の設定、

留守番電話や校務支援システムの導入、タイム

カード機能を活用した職員の意識啓発などを行

ってきたが、目標成果との隔たりが大きいため、

評価はＢとした。 

②  目標を達成するために、引き続き「学校の働

き方改革に関する基本方針」に則した職員の意

識改革や、校務支援システムの習熟度向上によ

る業務の効率化を推進するとともに、国・県に

対し、教職員の定数改善や学習指導員の拡充な

どを要望していく。 

③  
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項目 

（重点施策・事業） 

前年度 

実績・状況 

当年度 

実績・達成状況 

重点施策 

２すべての児童生徒

が安心して学べる

教育環境の整備 

 

(３)教職員の指導力

の向上 

①「教職員授業力向上

研修事業」の推進 

② 教育研究所におけ 

る研修の充実 

 

 

（教育総務課 

指導班） 

 

①前年度に引き続き、若手教員の育成、

授業力向上に重点を置く、「教職員

授業力向上研修事業」による校内研

究に取り組んだ。 

・補助金支給額 

5校 400,000円 

・教職員研修会１回開催 

・二宮町教職員授業力向上研究通信 

 の発行年１回 

②教育研究所に非常勤の指導員を配置

し、新採用や臨時的任用等の若手教

員の指導、学力学習状況調査の分析

等研究を行った。 

・研究所指導員配置日数 

14日×12か月＝168日 

 

 

【行政評価の成果指標】 

なし 

【目指すべき目標】 

①全国学状：話し合う活動を通して自

分の考えの広がり、深まりを感じて

いるかに肯定的な回答の割合、小学

校 75％、中学校 75％ 

②新採用や臨時的任用等の若手教員

の指導力向上 

【実績・達成状況】 

①全国学状：コロナの影響で中止 

②教育研究所に非常勤の指導員を配

置し、新採用や臨時的任用等の若手教

員の指導を行った。 

 

現計予算額（円） 決算額（円） 現計予算額（円） 決算額（円） 

1,975,000 1,975,000 1,413,398 1,410,398 

成果・課題 評価・所見 

【成果】 

①各校の実態に応じて、講師を招聘し、校内研

究を実施した。コロナ禍において、オンライン会

議システムを活用するなど、各校において工夫し

た研究活動を行えた。山西小学校の先行研究では、

授業の質の向上につながり、成果が見え始めた。 

②研究所指導員による若手教員の授業参観を行

うことで、緊張感のある授業公開が指導力向上に

つながっている。 

 

【課題】 

 ①来年度研究が小中５校で統一したものにな

る。共通性と一貫性の担保が課題である。 

 ②若手教員の増加による、教職員の指導力向上

は喫緊の課題である。 

 

Ａ 

（前年度評価：Ａ） 
①山西小学校の先行研究が、取り組み１年目から成

果が見られた。来年の以降、町内５校すべての学校

で取り組めるように、研究の過程と成果を共有して

いきたい。 

②教育研究所の人材育成事業により若手教職員の

授業力向上につながっている。若手教員が増加して

いるため、授業力向上のために、研究所指導員の授

業参観は今後も実施していきたい。 

以上のことから評価をＡとした。 
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項目 

（重点施策・事業） 

前年度 

実績・状況 

当年度 

実績・達成状況 

重点施策 

２ すべての児童生

徒が安心して学

べる教育環境の

整備 

 

(４) 児童生徒の学習

環境の整備 

①学校施設等現況調

査の実施 

 

 

（教育総務課 

    教育総務班） 

 

 

【行政評価の成果指標】 

なし 

 

【目指すべき目標】 

専門家による現況評価により、すでに

その多くが 40 年を経過している学校

施設を安全かつ効率・効果的に維持し

ていく。 

 

【実績・達成状況】 

現況調査により、安全上、速やかに対

処しなければならない箇所について、

令和 2年度では補正対応、令和 3年度

の当初予算で措置をすることができ

た。また今後の学校施設の長寿命化計

画の基礎資料としても活用された。 

現計予算額（円） 決算額（円） 現計予算額（円） 決算額（円） 

― ― 20,790,000 円 20,790,000 円 

成果・課題 評価・所見 

【成果】 

学校施設の現況（躯体、設備）を把握すること

ができ、安全上、対応すべき箇所の把握および一

部修繕を実施することができた。長寿命化計画の

作成の基礎資料として、今後、学校施設を効率的

に維持管理していく上で重要なデータを得ること

ができた。 

 

【課題】 

現況を把握することはできたものの、大小様々

な指摘事項があり、安全面を第一に、予防的な修

繕を実施していく上で、それに対処していくため

のマンパワーや予算の確保など、町の中でも大規

模な学校施設を適切に維持管理していくための課

題は多い。 

 

Ａ 

 （前年度評価：－） 

④  コロナ禍の中、学校の夏季休業期間も短い中

で、大きなトラブルもなく本委託事業を完了し、

長寿命化計画の策定、次年度への予算措置へつ

なげられたことから評価をＡとした。 

⑤  一方で今回の調査結果を財源等、限られた状

況の中で効果的に生かしていくには、スピード

感を持って短期的にやること、一方で中長期的

にやることの整理をしていく必要がある。また

それを着実に進めていくための体制の整備も必

要である。 
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項目 

（重点施策・事業） 

前年度 

実績・状況 

当年度 

実績・達成状況 

重点施策 

３将来に向けた特色 

ある学校づくりの 

ための推進 

（１）二宮町小中一貫

教育校設置計画

の推進 

 

（２）小中一貫教育カ

リキュラム研究

の推進 

 

（教育総務課 

      指導班） 

(1)前年度からの 10グループに加え、

「プログラミング・技術」と「特別

支援」のワーキンググループを設

け、異校種への乗り入れ授業を実施

した。また、国立教育政策研究所名

誉所員の小松郁夫氏、京都大原学院

の石飛聡校長を迎えパネルディス

カッションを実施した。 

(2)「二宮町小中一貫教育校設置計画

（案）」を策定し、町内各小中学校、

ラディアン、町民センター、町立体

育館を会場に意見交換会を実施し

た。 

 ○第１回意見交換会（10 月開催未

就学児保護者向け含む） 

８会場述べ 210名参加 

 ○第 2回意見交換会 

  ８会場述べ 103名参加 

【行政評価の成果指標】 

全国学状：将来に夢や目標を持って

いる児童生徒の割合 75.6％ 

【目指すべき目標】 

全国学状：将来に夢や目標を持って

いる児童生徒の割合 75.6％ 

【実績・達成状況】 

コロナの影響で全国学状中止 

(1)設置計画の一環として二宮町が

取り組む小中一貫教育のグランド

デザインのアウトラインを作成し

た。 

(2)各ワーキンググループで 9 ヶ年

の学習について小中一貫における

「各教科の概要」「単元系統一覧

表」「教科年間計画」を小中一貫教

育カリキュラムとして作成した。 

 

現計予算額（円） 決算額（円） 現計予算額（円） 決算額（円） 

92,000 91,200  0  0  

成果・課題 評価・所見 

【成果】 

小中一貫教育のグランドデザインのアウトラ

インを示すことと、小中一貫教育カリキュラム

が作成されたことにより、これから進むべき方

向性を明確にすることができた。 

【課題】 

設置計画の推進については、令和元年度の

意見交換会を受け、「二宮町小中一貫教育校設

置計画（案）」を加除修正し「設置計画」を作

成することに取り組んだが、コロナ禍もあり、

意見交換会は実施できなかった。町民合意によ

り解決しなければならない課題も多くあり施

設一体型小中一貫教育校や義務教育学校の

計画の作成には至っていない。 

Ｂ 

 （前年度評価：Ｂ） 
小中一貫教育カリキュラム研究については予定通

り推進することができた。しかし、二宮町小中一貫教

育校設置計画の推進についてはグランドデザインの

アウトラインは出来たものの「二宮町小中一貫教育校

設置計画」を作成するに至らなかった。このようなこ

とから総合的に判断して評価はＢとした。次年度は、

受容的な集団づくりを小中5校で共通性と一貫性をも

って取り組みたい。また、施設一体型小中一貫教育校、

義務教育学校を開設するための様々な課題解決に向

けた研究を行っていきたい。 
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項目 

（重点施策・事業） 

前年度 

実績・状況 

当年度 

実績・達成状況 

重点施策 

３ 将来に向けた特色

ある学校づくりの

ための検討 

(３ )コミュニティ

ー・スクール運営

の促進 

①地域における児童

生徒の活動の促進 

 

 

（教育総務課 

指導班） 

○平成 31年度 4月より、町内 5校全

校がコミュニティ・スクールとなり、

各校の実情に応じた取組がなされ

た。 

各小学校、中学校において学習協

力者、体育・文化活動指導員等によ

る地域教育力を活用し、授業を実施

した。 

・学習協力者 10名 12団体 

・体育・文化活動指導員 10 名７団体 

地域の協力を得て、各中学校にお

いては、職場体験等を実施した。 

小学校においては、地引網や玉ねぎ

の植え付けから収穫までを実施し、

水産業及び農業の体験学習を行っ

た。また、小学校２校で、５年生が

宿泊による野外体験活動を行った。

（二宮小学校は台風のため中止） 

【行政評価の成果指標】 

各校の学校運営協議会の開催回数４回 

【目指すべき目標】 

各校の学校運営協議会の開催回数４回 

【実績・達成状況】 

各校の学校運営協議会の開催回数 3.4

回 

各小学校、中学校において学習協力

者、体育・文化活動指導員等による地

域教育力を活用し、授業を実施した。 

地域の協力を得て、各中学校におい

て行っている、職場体験は中止。 

小学校においては、玉ねぎの植え付

けから収穫までを実施し、農業の体験

学習を行った。地引網については、今

年度は中止。８月補正で予算を確保し、

コロナ禍の中、放課後等に必要な児童

生徒に学習支援を行う事業も行った。 

決算額（円） 現計予算額（円） 決算額（円） 現計予算額（円） 

1,645,941 1,849,000 1,763,241 2,043,000 

成果・課題 評価・所見 

【成果】 

町内５校それぞれのコミュニティ・スクール

が、円滑に活動を行うことができはじめ、下校時

の児童の見守り活動や寺子屋活動、地域との共同

作業など、各校の特色を生かした取組を行えた。 

 また、小学校に地域学校協働活動推進員を配置

したことで、学校と地域の連携がさらに円滑なも

のとなった。 

【課題】 

コロナの影響で一部学校運営協議会が開催で

きなかった。コロナ禍において、学校の外に出る

ことや、外から人材を招くことは、リスクが高ま

ることになる。感染症のリスクを下げながら、地

域との共同的な活動を両立することが今後の課

題である。また、教職員の多忙化解消の意味も含

めて、学校職員、学校運営協議会委員、地域学校

協働活動推進員の役割を整理していく必要があ

る。 

Ａ 

（前年度評価：Ａ） 
各校の特色を生かした取組を行うことができてい

る。また、コロナ禍においても、可能な範囲で地域

における児童生徒の活動の促進を進めることがで

きたことから、評価をＡとした。 

取り組みの幅を広げ、質を高めるために、コミュ

ニティ・スクール代表者会において、地域学校協働

活動推進員も含めた情報共有を行い、互いに良い取

り組みを、自校に組み入れることができるようにし

ていきたい。 
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項目 

（重点施策・事業） 

前年度 

実績・状況 

当年度 

実績・達成状況 

重点施策 

４ 地域文化の向上 

（１）二宮の自然・歴史・

文化に触れる機会の提供 

①文化芸術の振興・支援 

②多世代が集い、学習し

交流拠点となる場として

の生涯学習センター・ラ

ディアン及び図書館のあ

り方の検討 

③二宮町生涯学習センタ

ー「ラディアン」施設 20

周年記念事業の推進 

 

 

・第 62回文化祭 

 令和元年 10月 11日～11月 3日 

 44 団体参加、来場者延べ 4,273

人 

・第 16 回ラディアン・ピアノマラ

ソンコンサート 

 令和 2年 3月 1日 

【コロナ感染拡大防止のため中止】 

・第 45回民俗芸能のつどい 

 令和元年 10月 20日 

 16団体参加、観覧者405人 

【行政評価の成果指標】 

文化祭来場者数     3,000人 

ピアノマラソンコンサート 160人 

民俗芸能のつどい観覧者数 中止 

 

【目指すべき目標】 

 町民が主体となった文化事業の展開と、

文化拠点としてラディアン及び図書館の

効率的な運営や施設の拡充を図る。 

 

【実績・達成状況】 

・第 63回文化祭 

文化祭来場者数 2,066人 

・ピアノマラソンコンサート 

※コロナ感染拡大防止のため中止 

※無観客・自由演奏の代替事業実施 

・第 46回民俗芸能のつどい 

・ラディアン 20周年記念事業 

※コロナ感染拡大防止のため中止 

 

現計予算額（円） 決算額（円） 現計予算額（円） 決算額（円） 

889,000 719,000 771,000 340,263 

成果・課題 評価・所見 

【成果】 

コロナウイルス感染拡大防止の観点からやむを得

ず縮小や中止をせざるを得なかった１年であったが、

文化祭や展示部門は、感染防止対策を講じた上で、実

行委員会主体で実施され、ラディアンピアノマラソン

コンサートは代替事業として、無観客での自由演奏を

実施するなど、工夫をしながら実施できた。 

 

【課題】 

 今までの事業ありきではなく、新しい生活様式に合

わせ、事業展開を見直す必要があり、それに沿った社

会教育施設のあり方を検討する必要がある。 

 

 Ｂ  

（前年度評価：Ａ） 

昨年度はコロナ対策が試行錯誤の中での事業展開

であったため、特にホール事業については中止で終

わってしまったものが多く、町民の成果発表の場の

提供が十分でなかったことから、評価を Bとした。 

これを踏まえ、課題となっている新しい生活様式

に合わせた事業の見直しや、社会教育施設のあり方

を検討のうえ実施していく。 
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項目 

（重点施策・事業） 

前年度 

実績・状況 

当年度 

実績・達成状況 

重点施策 

４ 地域文化の向上 

(２)図書館事業の推進 

①子育て支援の推進 

②図書館資料の充実 

③図書館サービスの充実 

④二宮町新図書館開館 20 周

年記念事業の推進 

〇図書館の状況（令和元度） 

・開館日    261日 

・入館者数 174,944人 

・貸出者数  75,629人 

・受入冊数  4,440冊 

〇主な主催行事・取り組み 

・わらべうたであそぼう 

子ども178人 大人163人 

・おはなし会とおりがみあそび 

  子ども112人 大人 80人 

・ちいちゃいおはなし会 

   子ども125人 大人 98人 

・こどものほんコーナーへの図書相

談員の配置日 77日(2h/日) 

【行政評価の成果指標】 

年間貸出者数(人） 

Ｒ２見込 70,000 人 

【目指すべき目標】 

感染症の影響を受けていない、平

成30年度貸出者数85,394人程度へ

の回復を当面の目標とする。 

  

【実績・達成状況】 

年間貸出者数(人） 

Ｒ２実績 54,338人 

（目標値の77.6％） 

<参考> 

開館日 227日（計画287日） 

現計予算額（円） 決算額（円） 現計予算額（円） 決算額（円） 

36,364,000 35,385,300 15,726,000 15,383,920 

成果・課題 評価・所見 

【成果】 

在庫資料予約や貸出期間統一など、利便性向上

と感染症対策を両立させた取り組みを進めた結

果、長期休館や開館時間短縮、事業中止などによ

る利用への影響を前年度比で約 3 割減でとどめる

ことが出来た。 

 また、初めて図書館 1 階フロアを用いて開催し

た 20 周年記念事業「かこさとし絵本画展」や、長

期休館中に整理した除籍資料のリサイクルを実施

するなど、従来にない手法により事業を実施した。 

 資料整備については、体制や手順の見直しを行

い、利用者に対して毎週、定期的に提供する仕組

みを整えた。 

【課題】 

 災害等により施設が長期休館する状況は常に考

えられることから、今回の休館中に開設した特設

カウンター運用など、開館できない状況での代替

手段検討を日々の運営と並行して取り組む。 

Ｂ 

（前年度評価：Ｂ） 
「コロナ禍」での長期休館や開館時間短縮などは当

時の状況では止むを得ない対応であったが、図書館の

基本的な役割である、知識や情報を利用者に提供する

という機能を十分に果たすことが出来なかったため、

Ｂとした。 

その一方で「コロナ禍」は、それまでの運営や事業

の必要性や手法の再検討のみならず、業務全般につい

て抜本的な見直しに取り組む契機となった。引き続

き、これまでの蓄積を元にしつつ、社会の変化や要請

に対して、しなやかに対応できるよう取り組みたい。 
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項目 

（重点施策・事業） 

前年度 

実績・状況 

当年度 

実績・達成状況 

重点施策 

４ 地域文化の向上 

（３）社会教育事業の

推進 

①コミュニティ・スク

ールと連携した放課後

子ども教室の拡充 

各小学校で放課後子ども教室を各７回

実施 

【二宮小】登録者 157人 

     延べ 777人参加 

【一色小】登録者 45人 

     延べ 219人参加 

【山西小】登録者 52人 

     延べ 265人参加 

 

【行政評価の成果指標】 

放課後子ども教室の登録率 16% 

【目指すべき目標】 

地域住民や関係団体が主体となった児

童の安心・安全な居場所づくりを行うこ

とで、将来地域を担う子どもの育成を図

る。 

【実績・達成状況】 

二宮小 登録者 84人 

          在校生 655人 12.8% 

一色小 登録者 69人 

     在校生 180人 38.3% 

山西小 登録者 81人 

     在校生 361人 22.4% 

 

現計予算額（円） 決算額（円） 現計予算額（円） 決算額（円） 

719,000 616,164 911,000 553,565 

成果・課題 評価・所見 

【成果】 

 新型コロナウイルスの影響により 11 月以降の実施

となった。対象者の多い二宮小では感染拡大防止の

為、対象や制限を設けて実施するなど実施方法を変え

実施をした。また参加登録や出欠にマチコミメールを

活用し、効率化を図ることができた。地域学校協働活

動推進員が主体となって企画運営を行い、各校特色あ

るプログラムにより、登録人数を増やすことができ

た。 

【課題】 

 放課後の居場所づくりとして通年実施が望ましい

が、通年開催とするには主体となって運営できる一定

数の地域住民の確保や地域主導で運営できるための

事業内容の検討が必要である。  

 

 

 

 

 Ｂ  

（前年度評価：B ） 
 コロナ禍において、各校実施回数は減少したが登

録者数は、一色小学校及び山西小学校は成果指標を

大幅に上回り、二宮小学校においても回数が半分に

なったが比較的高い指標となっている。これは、地

域学校協働活動推進員が主体となって運営したこ

とにより魅力あるプログラムとなったこと、マチコ

ミで登録申込みができるようになり申込みしやす

くなったことなどが考えられる。 

 半面、恒常的な教室としての事業展開の課題解消

策の具体化が遅れたため、評価をＢとした。 

今後、コミュニティ・スクール代表者会に地域学

校協働活動推進員も参画し、各校における開催状況

や地域との協働のあり方、より良い開催手法等につ

いて議論・共有していく。 
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項目 

（重点施策・事業） 

前年度 

実績・状況 

当年度 

実績・達成状況 

重点施策 

５ 社会教育施設の適切

な運営 

（１）生涯学習センター

「ラディアン」の適切な運

営 

①生涯学習センター「ラデ

ィアン」長寿命化計画の策

定 

 【行政評価の成果指標】 

なし 

 

【目指すべき目標】 

専門家の意見を取り入れ策定した長寿

命化に基づき改修を進め、施設を安全

かつ効率・効果的に維持していく。 

 

【実績達成状況】 

長寿命化計画が策定され、今後ラディ

アンを今後 60 年間活用するための予

防保全型の維持管理に必要な金額を算

出できた。 

 

現計予算額（円） 決算額（円） 現計予算額（円） 決算額（円） 

63,790,000 62,947,360 87,137,000 85,361,263 

成果・課題 評価・所見 

【成果】 

 平成 30 年度に実施した現況調査結果等を踏まえ、

予防保全型の維持管理を目指し年度ごとに計画する

工事予算の平準化も考慮した上で、耐用年数を竣工後

80 年（残り約 60 年間ラディアンを使うことを想定）

とした修繕計画を策定した。 

 

【課題】 

予防保全型の維持管理を目指して計画したものの、

施設のメンテナンスだけで累積約 80 億円かかること

が判明した。 

 また、上記に加え、ホール及びラディアンモール部

分が特定天井となっており、既存不適格となっている

ことから早急な対応が求められる。 

 施設の老朽化により長期的にも短期的にも修繕・改

修にかかる費用と時間は膨大であり、財源の確保、他

施設修繕との優先順位、施設長期休館を始めとして今

後の適正な維持管理のための課題は非常に多い。 

 Ａ  

（前年度評価：－） 
 長寿命化計画の策定により、長期的な使用のため

の方向性を示すことができたため、評価をＡとし

た。 

 一方で、老朽化により施設管理におけるリスクが

高まっている中で、早急に着手年を決定し対応して

いく必要があることから、当町における他施設も含

めた改修の優先順位や、社会教育施設の大規模改修

の時期について、町施設再編課も含めた検討を行

う。 
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項目 

（重点施策・事業） 

前年度 

実績・状況 

当年度 

実績・達成状況 

重点施策 

６ 地域に向けた情報

発信の強化 

（１）二宮町ホームペ

ージや広報紙の積極的

な利用 

（教育総務課） 

（教育総務課） 

学校ホームページ開設に向けての

準備。 

※令和２年度各校ホームページ開

設。 

 

 

 

 

【行政評価の成果指標】 

なし 

【目指すべき目標】 

５校合計での学校ホームページアクセ

ス回数、月平均３万回。 

【実績達成状況】 

令和２年４月より学校ホームページを

開設。１２月時点でアクセス件数は約１

６万件。令和３年７月時点で約４３万

件。令和３年１月～７月までの月平均４

万件。 

町広報紙等紙媒体の活用 

・７月号 学校再開・学校ＨＰ開設 

・３月号 進むＩＣＴ活用教育 

・その他の月にコロナ対策等も掲載 

現計予算額（円） 決算額（円） 現計予算額（円） 決算額（円） 

- - - - 

成果・課題 評価・所見 

【成果】 

 コロナ禍の中、学校ホームページを開設し、臨時

休校期間中の児童生徒、保護者への情報発信、学習

課題のお知らせなど、有効に活用することができた。

通常登校後も、日々の学校の様子やお知らせなどを、

町のフェイスブックや学校ホームページに掲載する

ことができた。開設直後は、毎月約２万件のアクセ

スペースであったが、令和３年７月時点で、累計４

３万件、毎月約４万件のアクセスに達しており、潜

在的なニーズがあることを把握することができ、地

域に開かれた学校の情報発信の仕組みづくりを順調

にスタートすることができた。 

【課題】 

 学校に対しての関心の高さが伺える一方で、日々

の更新作業を学校の教職員が行っており、その更新

業務が過度な負担とならないよう運用を工夫してい

く必要がある。 

 Ａ  
（前年度評価：A） 

 教育委員会では、フェイスブックの活用頻度を

上げ、日々の学校の様子がこまめに発信できたこ

とに加え、学校ホームページの開設後、徐々に掲

載される情報や内容が充実してきており、アクセ

スのペースが上がっていることからＡ評価とし

た。 

学校での日々の様子や、リアルタイムな情報を

保護者、地域に随時発信できるメリットを今後も

生かし、地域に開かれた学校運営の情報発信基盤

としての安定運用につなげていく。 
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項目 

（重点施策・事業） 

前年度 

実績・状況 

当年度 

実績・達成状況 

重点施策 

６ 地域に向けた情報発

信の強化 

（１）二宮町ホームページ

や広報紙の積極的な利用 

（生涯学習課） 

町ホームページ等の活用 

・図書館ホームページ及びツイッター

による情報発信 

・身近な余暇ガイドの更新 

・町フェイスブックによる講座等情報

発信 

・町民大学講座や体育祭等事業、ラデ

ィアン催し物のお知らせ 

 

広報紙等紙媒体の活用 

・図書館だよりの発行 

・広報紙掲載（生涯学習ガイド等 

で事業の案内） 

【行政評価の成果指標】 

なし 

 

【目指すべき目標】 

町で所有する情報発信ツールを積極

的に活用し各種事業等の情報発信を

推進する。 

 

【実績・達成状況】 

電子媒体の活用 

・ホームページの活用 

・町フェイスブックの活用 

・図書館ツイッターの活用 

・ラディアン催し物のお知らせ 

広報紙等紙媒体の活用 

・図書館だよりの発行 

・広報紙掲載 

・身近な余暇ガイドの更新 

現計予算額（円） 決算額（円） 現計予算額（円） 決算額（円） 

- - - - 

成果・課題 評価・所見 

【成果】   

 ホームページや広報紙を通じ、随時各事業や施

設案内等の情報発信を行っている。 

 特に広報誌は、特集ページの取材内容と記事構

成を充実させるとともに、町のホームページから

の一括ダウンロードと必要ページごとのダウン

ロードを選択可能にするなど、利用者の利便性向

上の策を講じた。 

 

 Ａ  

（前年度評価：Ｂ） 
 フェイスブックなどＳＮＳによるタイムリーな情報

発信を進めて行く必要がある。 

 コロナ状況下において、時々刻々と変化する施設運用

可能状況のフェイスブック配信や広報誌の特集記事の

充実化を進めることができたためＡとした。 

また、情報化社会の中で情報掲載の内容や表現につい

ては、より目にしやすいよう、見やすく分かりやすくし

ていく工夫が求められており、今後、取り組んでいく。 
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第 3章 外部評価（意見） 

 

評価委員：守屋 保子         

評価（意見）内容 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第１章 教育委員会の活動状況について 

「教育委員会の実施状況」では会議を毎月一回定期的に開催（臨時会 1階）、議案 27件を適

切に審議し円滑に運営されていて、Ａ評価に値すると思います。「学校訪問等の活動」では

年 1回小中学校 5校訪問され、教育現場の状況を確認し意見交換もなされていて、学校の実

情の把握に務められていること高く評価します。 

 

第２章 教育委員会における主要事業について 

 

 教育総務課の事業について 

 自ら学ぶ力を養うための教育の推進の項目では、言語活動の充実で先行して山西小学校で

全員挙手の授業に取り組み、お互いだいじに思う気持ちが芽生え学校の雰囲気もよくなった

と成果の項目からわかりました。継続されることも課題かと思いますが教育水準の向上を願

いします。英語教育の充実では小学校 3校で外国語担当教員を配置し、担任と協働された授

業を実施したことで英語への抵抗感も減ってくるなど、子どもたちの姿に変化がみられたこ

とに評価します。 

 支援が必要な児童生徒への対応の充実の項目では、スクールソーシャルワーカー（ＳＳＷ）

2 名、心理教員相談員 2名が配置され、児童生徒の支援に適切に対応されていますことを評

価します。また、不登校児童生徒の割合が増加している現状に不安を感じます。更なる支援

体制の強化に務めて頂けますことを期待します。 

 

 生涯学習課の事業について 

 コミュニティ・スクールと連携した放課後子ども教室は、マチコミメールから登録するこ

とができるようになり、申し込みをしやすくなりました。コロナ感染症の影響で、11月以降

の実施になりましたが、子どもたちは元気に自分のできることに取り組んでいます。コミュ

ニティ・スクールとなり地域のサポーターさんも増え、この事業はずっと続けて頂けますこ

と願います。 

 地域文化向上の項目では、多世代が集まり交流拠点となっているラディアンと図書館があ

げられます。コロナ禍での長期休館や開館時間短縮などやむをえない対応の中、業務全般に

ついて見直しに取り組むこともできる機会にもなった様です。メンテナンスなど維持にかか

る費用も大変かとは思いますが、引き続き良き運営のご努力お願いします。 
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評価委員：小林 德博           

評価（意見）内容 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 1章 教育委員会の活動状況について 

教育委員会の活動状況は、「教育委員会議の実施状況」及び「学校訪問等の活動」の２項

目があり、共に「A」評価という結果になっています。妥当な評価だと思います。次の３点

について記述します。 

（１）教育委員会議の実施状況については、新型コロナウイルスの感染拡大により学校や各

施設が休校・休館している状況でスタートした令和２年度でした。  

そのような中で、保護者や児童生徒への情報伝達方法、児童生徒の学力保障、生活状況確

認、学校再開に向けた対応、生涯学習施設の運営等、活発な意見が交わされました。また、

学校ホームページの開設や人材の配置、電話回線の増設等を迅速に対応されたことを高く評

価します。 

（２）中学校使用教科用図書の採択では、教育委員の皆様が各教科書会社発行の膨大な量（１

０教科・１６種目６９発行者数）の教科用図書を熟読し、様々な観点から二宮町の子どもた

ちに適した教科用図書を選定されたことは、教育委員会制度の原点を見ることができまし

た。 

（３）学校訪問等の活動では、教育委員の皆さんが学校訪問や各種研修会・行事の参加を通

して知見を積まれたことは、二宮町の教育を推進するうえで大いに役立つものです。今後も

積極的に情報を収集され、二宮町の教育の更なる充実にご尽力をいただきたいと思います。

学校訪問については、テーマを絞るなど内容や日程の工夫改善をお願いします。 

 

第２章 教育委員会による主要事業について 

教育総務課の主要事業は、A 評価４項目、B 評価４項目という結果になっています。妥当

な評価であると思います。重点施策の主な事業をついて記載します。 

【重点施策１】 児童生徒の「生きる力」を育成について 

（１）言語活動の充実を基盤とした学び合いの促進では、山西小学校の研究をもとに二宮町

の小中学校５校が共通のテーマで研究を推進されたことは、他に例をみないことだと思いま

す。 

５校の校長先生方が先進校を視察されたり、同一の講師を招聘（予定）されたりすること

で研究を共有していこうとする姿勢はすばらしいです。 

今後は、各学校が共通テーマに則り授業研究を活発に進め、児童生徒が自ら学ぶ力の育成

に努めていただくことを望みます。 

（２）英語教育の充実では、日々の学習において ALT、専科教員、担任がそれぞれの持つ強

みを生かしながら、自分の気持ちを表現したくなる場面設定を意識した授業の展開ができた

ことは評価します。 

 小学校英語教育は、令和２年度から本格実施されました。専科教員や ALT の配置は、子ど

もたちにとって専門的な視点から指導を受けることができるとともに、生きた英語に触れる

ことができるまたとない機会です。全ての英語授業を専科教員が進めることが理想です。ぜ

ひ、小学校英語専科教員の配置増を県や国に働きかけてください。 
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また、英語検定の受講者がコロナ禍で３５．２％と数値が低くなったとのことですが、逆

に、このような中でも３５．２％も受験したと考えることもできます。児童生徒の英語に対

する興味関心を高め小中学校を通してコミュニケーション能力等を育成することが今後の

受験者数の増加につながるものと確信します。 

二宮町の特色である英語教育の更なる充実を期待します。 

【重点施策２】全ての児童生徒が安心して学べる教育環境の整備について 

（１）支援が必要な児童生徒への対応の充実では、SSW、SCによる教育相談や支援を必要と

する児童生徒に寄り添った支援教育補助員、日本語指導員の配置によりきめ細かな対応がで

きたことは高く評価します。このことは児童生徒のみならず保護者にとっても安心できるこ

とです。効果的な支援体制のさらなる構築を進めていただくことを望みます。 

また、コロナ禍の影響があるのかもしれませんが不登校の増加が増えていることが気にな

ります。いじめ、不登校、ひきこもり等のさまざまな課題への対応は、日ごろから「個を認

め合い、支え合う学級」「楽しい学校」が基盤となります。担任や教員集団との人間関係づ

くりを大切にしていつでも相談ができる雰囲気や場を作っていただきたいと思います。 

更に、SCやSSWと連携して子どもたちの「心の声」を救い上げる体制をより強化し、学校

や様々な教育機関へ復帰する児童生徒が増えることを切に願うものです。 

（２）教員の働き方改革の推進については、校務システムの導入やタイムカード機能を活用

したことにより勤務時間の短縮につながったことは評価します。 

しかし、依然として時間外勤務が目標値を１００時間/年超えていることが気になります。

今までも人的配置などのサポート体制に努めていますが、それだけでは根本的な対策になっ

ていないようです。今一度、職員の時間外勤務の実態を把握し、何が要因となっているかを

検証する必要があると思います。 

また、職員の定数改善や学習指導員等、マンパワーの充実が重要と考えます。県や国への

要望を強くお願いいたします。 

【重点施策３】将来に向けた特色ある学校づくりの推進について 

（１）二宮町の小中一貫教育校の推進については、小中一貫教育カリキュラムやグランドデ

ザインのアウトラインを作成し進むべき方向性が明確になったことは評価します。 

特に、小中一貫教育カリキュラムの作成は、小中一貫教育の柱となるもので大きな前進で

す。各学校がカリキュラに則って授業実践を先行実施し、９年間を通した成果や課題を積み

重ねてくことが一貫教育推進の原動力になるものと確信します。 

また、設置計画については修正基本案を早い段階で示し、地域の皆様と「二宮町の将来の

学校像」について議論を深めてくださることをお願いします。町民の皆さんが「これが二宮

町の小中一貫学校だ」と誇れる学校の創造を期待します。 

（２）コミュニティ・スクール運営の促進では、各学校とも学習協力、体育・文化活動、環

境整備、登下校の安全指導等に多くの地域の方のご協力をいただいている様子が伺えます。

「地域と共に生きる学校」が地に着きつつあることを実感します。 

多様な活動をコーディネイトする地域学校協働活動推進委員の配置は地域と学校の連携

をより一層円滑に進めることにつながったと評価します。 

また、コロナ禍を鑑み８月補正予算で放課後の児童生徒の学習支援を実施されたことは、 
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適時性があり児童生徒はもとより保護者の皆様から歓迎された事業だったと思います。 

コミュニティ・スクールを今後も充実発展させていくためには、ボランティアの皆さんへ

の予算面での援助が必要だと思います。ボランティアの有償・無償についても考えていくこ

とが必要だと感じました。 

【重点施策６】二宮町ホームページや広報誌の積極的な利用について 

学校ホームページの開設は、臨時休校期間中の児童生徒、保護者への情報発信、学習課題

のお知らせ等、コロナ禍の保護者や児童生徒の不安を解消する有効な情報手段となり高く評

価します。 

数値だけでは測ることができませんがアクセス件数が令和２年１２月までに１６万件に

及んだことは、皆様が情報を欲していたことの表れだと思います。  

ホームページを開いてみますと各学校ともきめ細かな情報がリアルタイムで発信されて

います。今後もますます発信量が多くなり、日々の更新作業が負担になるのと思われます。

更新作業については、教員の働き方改革を踏まえて、工夫・改善が図られることを望みます。 

 

生涯学習課の主要事業 

生涯学習課の主要事業は、A 評価２項目、B 評価３項目という結果になっています。妥当

な評価であると思います。ただ、コロナ禍による事業の中止・縮小・閉館等による参加者や

貸し出し数の減少を評価指標としていることが少し気になりました。緊急事態の場合の評価

基準や指標について柔軟的な対応ができればと感じます。 

重点施策の主な事業について記述します。 

【重点施策４】 地域文化の向上について 

（１）二宮の自然・歴史・文化に触れる機会の提供では、どの事業もコロナ禍での事業展開

に苦慮された様子が伺えます。そのような中でも、万全な感染防止対策を講じて文化祭や展

示部門の開催、ピアノマラソンコンサートを無観客での自由演奏にするなど工夫して開催さ

れたことは地域文化の継続と向上につながったものと高く評価します。 

（２）図書館事業の推進では、長期休館中に事業全般に抜本的な見直しをされたことは、ピ

ンチをチャンスとした好事例であると評価します。更に、長期休館や時間短縮、事業の中止

による利用者の影響を前年度比で３割減に抑えたことは抜本的な見直しの成果だと思いま

す。 

今後も二宮町の誇りである図書館が町民の皆さんの身近な存在となり活字文化の向上に

寄与することを期待します。 

（３）放課後子ども教室の拡充では、地域学校協働活動推進委員を配置し魅力あるプログラ

ムを作成したり、参加登録や出欠をマチコミメールで行ったりと運営の充実と効率化を図ら

れたことは高く評価します。ただ、地域学校協働推進委員さんの仕事内容が過多になってい

ないか気になります。放課後子ども教室の企画運営だけでなく学校運営協議会で地域と学校

をつなぐ役割も果たされていると伺いました。 

今後、コミュニティ・スクールの充実が図られ、両者のニーズがますます高くなると予想

されます。両委員の役割について検討する必要があると思います。 
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【重点施策６】 二宮町ホームページや広報誌の積極的な利用について 

生涯学習課では、ホームページ、町フェイスブック、図書館ツイッター等の電子媒体や図

書館だより、広報誌掲載等の紙媒体の活用により各種事業の情報発信が昨年より充実された

ことは高く評価します。 

特に、図書館独自のホームページやツイッターは独自性があり利用者にとって親しみやす

く分かりやすいものとなっています。 

今後も多くの町民が生涯学習の機会を得られるよう、ホームページや広報誌等を通して適

時性のある情報を積極的に発信していただくことを望みます。 

 

 最後に、「令和２年度二宮町教育委員会点検及び評価報告書」及び「定例教育委員会議資

料・会議録」を読ませていただき、教育委員の皆様や教育長を始め教育委員会事務局の皆さ

んが二宮町の学校教育や生涯学習の充実に真摯に向き合い発展させようとする熱意を強く

感じました。今後も町民一人ひとりが主人公となる生涯学習社会の実現に努めていただくよ

うお願いいたします。 
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地方教育行政の組織及び運営に関する法律 （抜粋） 

 

（教育に関する事務の管理及び執行の状況の点検及び評価等） 

第二十六条 

教育委員会は、毎年、その権限に属する事務（前条第一項の規定により教育長に委任された事

務その他教育長の権限に属する事務（同条第四項の規定により事務局職員等に委任された事務を

含む。）を含む。）の管理及び執行の状況について点検及び評価を行い、その結果に関する報告書

を作成し、これを議会に提出するとともに、公表しなければならない。 

２ 教育委員会は、前項の点検及び評価を行うに当たっては、教育に関し学識経験を有する者の

知見の活用を図るものとする。 

 

二宮町教育委員会点検及び評価実施規則  

公布  平成 26 年 7 月 25 日  

   改正  平成 27 年 3 月 27 日  

（趣旨）  

第１条  この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律 (昭和 31 年法律第

162 号 )第 26 条の規定に基づき、二宮町教育委員会 (以下「教育委員会」という。) 

の権限に属する事務の管理及び執行の状況について点検及び評価を実施すること

に関し必要な事項を定める。  

(点検及び評価の実施 ) 

第２条  点検及び評価は、実施年度の前年度における教育委員会の事務の管理及び

執行の状況について、行うものとする。  

（点検及び評価の対象）  

第３条  点検及び評価の対象は、教育委員会の活動及び二宮町教育委員会基本方針

等に基づいて教育委員会が実施する施策等とする。  

(評価委員 ) 

第４条  教育委員会は、点検及び評価を透明性及び客観性を持った適正なものとす

るため、二宮町教育委員会評価委員 (以下「評価委員」という。 ) を置く。  

２  評価委員は、教育委員会の求めに応じ、点検及び評価について意見を述べるも

のとする。  

３  評価委員は２名とし、教育に関して公正な意見を述べることが期待できる者の

中から、教育委員会が委嘱するものとする。  

（評価委員の任期）  

第５条  評価委員の任期は２年とする。ただし、再任を妨げない。  

２  評価委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。 

(点検及び評価の手順 ) 

参 考 資 料 
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第６条  点検及び評価を実施するにあたっては、教育委員会各課がその所管する第

３条に掲げる事項について行うものとする。  

２  教育委員会は、前項の点検を基に、評価委員の意見を聴いたうえで、教育委員

会議に諮るものとする。  

３  教育委員会は、評価委員の意見も含めた二宮町教育委員会点検及び評価報告書

を別に定める要領により作成し、二宮町及び二宮町議会へ提出するとともに、町

民に公表するものとする。  

(点検及び評価結果の活用 ) 

第７条  点検及び評価の結果は、教育委員会の施策の立案及び進行管理、事業の見

直し等に活用するものとする。  

  (その他 ) 

第８条  この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、教育

委員会が別に定める。  

 

附  則  

この規則は、公布の日から施行する。  
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二宮町教育委員会点検及び評価実施要領  

  公表  平成 26年 8月 29日 

 

（趣旨）  

第１条  この要領は、二宮町教育委員会点検及び評価実施規則（以下「実施規則」

という。）に基づいて実施する二宮町教育委員会点検及び評価の具体的な方法につ

いて必要な事項を定める。  

（評価事項）  

第２条  評価事項は、次に掲げる項目とする。  

（１）教育委員会議、学校訪問、研修及びその他教育委員が直接関与している事業

の活動状況  

（２）教育委員会が管理及び執行している事業並びに教育長に委任している事務の

うち、重点施策及び主たる取り組み  

  （３）その他、教育委員会が特に記載するもの  

（評価の観点）  

第３条  評価の観点は、教育委員会の行う活動として適正か、目標とする効果が得

られているか、コスト意識を持って取り組んでいるかを主たる観点とし、総合的

に評価する。  

（評価の基準）  

第４条  点検評価においては、評価の観点を元に、評価対象について、次の区分に

より評価する。  

評価  評価基準  

Ａ  
目標とする成果が得られた。  

または、適正に取り組んでおり、成果が上がっている。  

Ｂ  おおむね適正に取り組んでいるが、改善が望ましい点がある。 

Ｃ  取り組みが不足しており、改善を要する点がある。  

Ｄ  
取り組みが不要であり、方向性の見直しを含めた再検討が必

要である。  

（報告書の作成要領）  

第５条  実施規則第６条第３項に基づき作成する二宮町教育委員会点検及び評価報

告書（以下「点検及び評価報告書」という。）は、教育委員会の活動状況点検評価

シート（別紙１）及び教育委員会事務局の活動状況点検評価シート（別紙２）に

より作成するとともに、次に掲げる項目について掲載するものとする。  

 （１）点検評価対象年度の教育委員会基本方針  

 （２）点検評価対象年度末時点の教育委員の一覧  

（３）第２条で定める評価事項に関する項目  

 （４）評価委員からの点検及び評価意見  
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（公表）  

第６条  点検評価の町民への公表については、点検及び評価報告書を公告するとと

もに町ホームページに掲載することにより行う。  

（その他）  

第７条  この要領の実施にあたり、必要な事項は教育委員会が別に定める。  

 

附  則  

 この要領は、公表の日から施行する。  

附  則  

 この要領は、公表の日から施行する。  
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別紙１ 教育委員会の活動状況 点検評価シート 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

別紙２ 教育委員会事務局の活動状況 点検評価シート 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

項目 
前年度 

実績・状況 

当年度 

実績・達成状況 

 

 

 

 

 

 

成果・課題 評価・所見 

  

  

 

項目 

（重点施策・事業） 

前年度 

実績・状況 

当年度 

実績・達成状況 

   

現計予算額 決算額 現計予算額 決算額 

    

成果・課題 評価・所見 
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令和３年度 二宮町教育委員会点検及び評価報告書 

（令和２年度事業分） 

 

【 発行 令和３年１０月 】 

発行者 二宮町教育委員会      編集 教育部教育総務課 

〒259－0196 神奈川県中郡二宮町二宮 961 ℡0463－75－9261 

 

 

 

 



議案第１３号 

 

令和４年度二宮町公立学校教職員人事異動方針について 

 

令和３年１０月２９日提出 

 

二宮町教育委員会 

教育長 森 英夫 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〔提案理由〕 

令和４年度二宮町公立学校教職員人事異動方針について、円滑な人事異動をはか

るため、提案する。  

 

 

 



 



令和４年度二宮町公立学校教職員人事異動方針 

 

 

 

 

 

二宮町教育委員会は、学校の適正な運営を確保することにより、教育本来の

目的を達成するため、人事異動にあたっては、次の事項を基本として教職員の

適正な配置に努めるものとする。 

 

 

１ 適材を適所に配置する。 

 

２ 広域的視野に立って人事交流を行い、教職員の編成を刷新強化する。 

 

３ 全体的視野に立って、教職員構成の均衡を図る。 

 

 



 



議案第１４号 

 

スポーツ推進委員の委嘱について 

 

令和３年１０月２９日提出 

 

二宮町教育委員会 

教育長 森 英夫 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〔提案理由〕 

スポーツ推進委員について、令和５年１０月３１日までの委嘱を提案する。  

 

 

 

 

 

 



 



各 種 委 員 名 簿
担当課名 生涯学習課

各種委員名

氏     名 発令年月日 任期 備考（新任の場合記載）

1 関野　茂司 令和3年11月1日 令和4年3月31日 新任

スポーツ推進委員
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令和 3 年度 全国学力・学習状況調査の結果について 

令和３年度 全国学力・学習状況調査の結果について 

二宮町教育委員会 

 

１ はじめに 

令和 3 年 5 月に実施された「令和 3 年度全国学力・学習状況調査」の二宮町立小・中学校の調

査結果の概要をお知らせします。二宮町教育委員会では、調査結果及び課題等を公表することに

より、町民の皆様をはじめ児童生徒に関わる様々な立場の方に関心をもっていただき、二宮町の

学校における教育指導の充実や児童生徒の学習意欲の向上につなげていきたいと考えておりま

す。 

本調査の結果は町全体のものであり、各学校や児童生徒個人の学力や学習状況を表すものでは

ありません。また、本調査は児童生徒が身に付けるべき学力の特定の一部分であり、学校におけ

る教育活動の一側面の結果です。 

町民の皆様におかれましては、本調査の目的及び結果公表の趣旨をご理解いただくとともに、

数値結果だけを重視するのではなく教育の過程も考慮いただき、本町の児童生徒の健全育成のた

めに公表資料を有効にご活用くださいますようお願いいたします。 

 

２ 調査の概要 

（１）調査の目的 

・義務教育の機会均等とその水準の維持向上の観点から、全国的な児童生徒の学力や学習状況を

把握・分析し、教育施策の成果と課題を検証し、その改善を図る 

・学校における児童生徒への教育指導の充実や学習状況の改善等に役立てる 

・以上のような取組みを通じて、教育に関する継続的な検証改善サイクルを確立する 

 

（２）調査の内容 

・教科に関する調査（国語、算数/数学） 

・生活習慣や学習環境等に関する質問紙調査（児童生徒に対する調査、学校に対する調査） 

 

（３）実施期日 

 令和 3年 5月 27日（木） 

 

（４）調査を実施した児童生徒数 

小学校 ６年生 198人（３校合計） 

中学校 ３年生 191人（２校合計） 

 

 

資料 No.１ 
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令和 3 年度 全国学力・学習状況調査の結果について 

３ 調査の結果について 

（１）教科に関する調査の平均正答数、平均正答率、中央値、標準偏差 

※ 平均正答数 ：児童生徒の正答数の平均。（正答数の平均/総問題数） 

平均正答率 ：児童生徒の平均正答数を百分率で表示。ただし、小数点以下第１位の数値を公表することが、 

数値データによる単純な比較が行われ、序列化や過度な競争を助長する一つの要因として考え

られることから、文部科学省は都道府県別の平均正答率を整数値で公表。都道府県に対しても

同様の配慮を求めていることから、二宮町の平均正答率も小数点以下第１位を切り捨てて表示。 

中 央 値 ：集団のデータを大きさの順に並べたときに真ん中に位置する値。 

標 準 偏 差：集団のデータの平均値からの離れ具合を表す数値。 

 

〔小学校〕 

 平均正答数 平均正答率 中央値 標準偏差 

国語 8.5 問/14 問 60％  9.0 3.3 

算数 11.0 問/16 問 69％  12.0 3.6 

〔中学校〕 

 平均正答数 平均正答率 中央値 標準偏差 

国語 9.2 問/14 問 66％ 9.0 2.7 

数学  9.7 問/16 問 61％ 10.0 3.7 

 

（２）各教科の概要について 

〔小学校：国語〕 

良好な設問 課題が見られる設問 

・目的に応じ，話の内容が明確になるように 

スピーチの構成を考える 

・目的や意図に応じて、資料を使って話す 

・学年別漢字配当表に示されている漢字を文

の中で正しく使う 

・文の中における修飾と被修飾との関係を捉

える 

・目的や意図に応じて，理由を明確にしなが

ら，自分の考えが伝わるように書き表し方

を工夫する 

〔小学校：算数〕 

良好な設問 課題が見られる設問 

・条件に合う時刻を求めることができる 

・棒グラフから、数量を読み取ることができ

る 

・複数の図形を組み合わせた平行四辺形につ

いて，図形を構成する要素などに着目し，

図形の構成の仕方を捉えて，面積の求め方

と答えを記述できる 

・データを二次元の表に分類整理することが

できる 

・三角形の面積の求め方について理解している 
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令和 3 年度 全国学力・学習状況調査の結果について 

〔中学校：国語〕 

良好な設問 課題が見られる設問 

・書いた文章を互いに読み合い，文章の構成

の工夫を考える 

・事象や行為などを表す多様な語句について

理解する 

・伝えたい事柄が相手に効果的に伝わるよう

に書く 

〔中学校：数学〕 

良好な設問 課題が見られる設問 

・目的に応じて式を変形したり，その意味を 

読み取ったりして，事柄が成り立つ理由を 

説明することができる 

・ある条件の下で，いつでも成り立つ図形の 

性質を見いだし，それを数学的に表現する 

ことができる 

・具体的な場面で，一元一次方程式をつくる 

ことができる 

・整式の加法と減法の計算ができる 

 

 

全教科とも全国の公立学校や神奈川県の公立学校の平均正答数・平均正答率と比較して著しい

差異は見られません。また全教科で正答数の中央値、標準偏差は小中学校ともほぼ同じ値で差異は

見られませんでした。 

 

小学校国語において、全国平均正答率と比べると知識・技能の問題で言葉の特徴や使い方に関す

る事項に課題が見られました。また、問題形式で短答式の問題に課題が見られました。算数におい

ては全国平均正答率と比べると著しい差異は見られませんでした。 

 

中学校数学において、全国平均正答率と比べると図形領域の問題と数学的な見方・考え方の問題

で成果が見られました。また、問題形式では記述式の問題で成果が見られました。国語においては

全国平均正答率と比べると著しい差異は見られませんでした。 

 

また、学校に対しては全国学力・学習状況調査の調査結果等の活用として、学習指導要領の理解

を深めるため、校内研修等で、個別の問題を題材として取り上げたり、具体的な教育指導の改善や

指導計画等に反映させたりすることを求めていきます。 
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令和 3 年度 全国学力・学習状況調査の結果について 

（３）児童生徒質問紙調査の概況について 

 

＜生活習慣や学習環境等に関する調査結果＞（抜粋）                太字：全国比±５％以上  

質問 

番号 

質問内容 小学校（％） 中学校（％） 

二宮町 神奈川県 全国 二宮町 神奈川県 全国 

１ 朝食を毎日食べている 96.5 94.8 94.9 91.6 91.3 92.8 

２ 毎日、同じくらいの時刻に寝ている 83.4 80 81.2 72.8 76.3 79.8 

３ 毎日、同じくらいの時刻に起きている 89.4 89.6 90.4 84.8 90.6 92.7 

６ 自分には、よいところがある 80.3 76.7 76.9 80.6 75.8 76.2 

７ 将来の夢や目標を持っている 81.3 77.9 80.3 63.9 65.5 68.6 

９ 難しいことでも、失敗を恐れないで挑戦している 75.3 69.2 70.9 62.3 63.1 65.9 

10 人が困っているときは、進んで助けている 90.4 88.2 88.7 88.0 87.2 88.5 

11 いじめは、どんな理由があってもいけない 98.0 96.4 96.8 91.6 94.2 95.9 

12 人の役に立つ人間になりたい 94.0 95.2 95.5 91.6 93.8 95.0 

13 学校に行くのは楽しい 83.3 83.2 83.4 76.4 80.6 81.1 

15 自分と違う意見について考えるのは楽しい 71.2 70.8 70.1 67.0 74.0 74.7 

16 友達と協力するのは楽しい 94.9 93.8 93.9 83.8 92.7 93.3 

17 家で自分で計画を立てて勉強をしている 71.7 72.6 74.0 70.2 64.1 63.5 

24 今住んでいる地域の行事に参加してる 62.7 53.2 58.1 31.4 37.1 43.7 

25 
地域や社会をよくするために何をすべきかを

考えることがある 
62.6 54.7 52.4 42.4 40.8 43.8 

32 
これまでの授業で、自分の考えがうまく伝わるよう、

資料や文章、話の組立てなどを工夫して発表していた 
73.7 65.6 63.5 75.4 67.0 62.0 

33 
これまでの授業で、課題の解決に向けて、自分で考

え、自分から取り組んでいた 
79.8 78.3 78.2 75.4 81.1 81.0 

36 
友達と話し合うとき、友達の話や意見を最後まで聞

くことができる 
97.5 95.3 95.5 95.9 96 96.5 

39 
総合的な学習の時間では、自分で課題を立てて情報を集

め整理して、発表するなどの学習活動に取り組んだ 
78.8 72.5 73.0 87.5 71.1 70.2 

42 
道徳の授業では、自分の考えを深めたり、学級やグル

ープで話し合ったりする活動に取り組んだ 
88.4 79.1 81.1 91.1 82.9 86.2 

※数値には、「どちらかといえばしている、どちらかといえばそう思う」の回答を含む 

 

「毎日、同じくらいの時刻に寝ている」「毎日、同じくらいの時刻に寝ている」など規則正しい

生活習慣が身についている小学生はほぼ県・全国平均と変わらなく良好といえます。しかし、中学

生は県・全国平均と比べると大きく下回っており中学生の生活が忙しいことが想像されます。学校

と家庭が連携・協力して子どもたちの生活を見守っていて健全な成長につなげていくことが必要

となります。 

 

「将来の夢や目標を持っている」と回答している中学生の割合は児童のそれと比較すると少な

くなっています。このことは県・全国でも同じ傾向にあります。子どもたちが希望をもって自分の

未来を切り開いていけるように、小中が連携し系統的なキャリア教育の推進をしていきます。 
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令和 3 年度 全国学力・学習状況調査の結果について 

「いじめはどんな理由があってもいけない」と回答している小学生は全国平均を上回っていま

す。しかし、中学生では全国平均を下回っており、前回調査(令和元年度)の時も中学生の回答は小

学生の回答を下回る傾向がみられました。依然としてこのような傾向がみられるので要因の究明

に取り組みます。 

 

「学校に行くのは楽しい」と回答した小学生は県・全国平均と変わりませんが、中学生の回答は

小学生のそれと比較すると県・全国でも下回っています。それぞれの子ども達が自分の持ち味が十

二分に発揮でき、毎日の学校生活が充実したものとなるように教育活動を進めていくことが望ま

れます。 

 

「自分と違う意見について考えるのは楽しい」と回答した小学生は県・全国平均と変わりません

が、中学生の回答は小学生のそれと比較すると県・全国でも下回っています。他者の意見を聞き、

自分のものと比較して、自分の考えを問い直したり、自分の考えを深めたり、新たな考えを生み出

すことは必要なことです。これからの時代を生きるための資質・能力として、教科横断的にすべて

の教育活動において「自分の意見と対比する活動」が望まれます。 

 

「友達と協力するのは楽しい」と回答した小学生は県・全国平均と変わりませんが、中学生の回

答は小学生のそれと比較すると県・全国でも下回っています。学校行事等で協力して達成感や成就

感を味わうこと以外にも、友達と協力する場として学校生活の大半を占める教科の学習において、

「学び合い」を通して取り組むことを小中が共通性と一貫性をもって取り組んでいきます。 

 

「家で自分で計画を立てて勉強をしている」と回答した小学生は県・全国平均より若干下回りま

すが、中学生の回答は小学生のそれと比較すると県・全国でも大幅に上回っています。上の表には

掲載していませんが、中学生においては平日学校の授業以外に 2 時間以上勉強していると回答し

た生徒は 50％を超え全国平均を大きく上回っていました。また、休日(土曜日、日曜日)についても

3 時間以上勉強していると回答した生徒は 30％を超え全国平均を大きく上回っていました。今後

も学習内容を定着させ、学習習慣を確立する取組みを行うよう、学校に家庭との連携を今後も求め

ていきます。 

 

「今住んでいる地域の行事に参加している」と回答した小学生は県・全国平均より大きく上回っ

ており地域コミュニティーと密接な関係があることがうかがえます。しかし、中学生の回答は小学

生のそれと比較すると全国平均を大きく下回っています。特に中学生の地域行事への参加は小学

生のそれと比べて半減しています。中学生は部活動等で地域の行事に参加したくても参加できな

いことも考えられますが、発達段階も考慮しながら地域行事への参加などを通じて、地域の一員と

しての自覚を育むことが望まれます。 
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令和 3 年度 全国学力・学習状況調査の結果について 

「自分の考えがうまく伝わるよう、資料や文章、話の組立てなどを工夫して発表している」と回

答した小学生、中学生はともに県・全国平均より大きく上回っています。「総合的な学習の時間」

など多くの授業で発表する機会が与えられていることがわかります。これから求められる汎用的

な資質・能力の一つであり、今後も発表する機会を多く設定していくことが望まれます。 

 

「総合的な学習の時間では、自分で課題を立てて情報を集め整理して、発表するなどの学習活動

に取り組んでいる」と回答した小学生、中学生ともに県・全国平均より上回っています。特に中学

生は大きく上回っています。総合的な学習の時間の本来の姿である「探究的な活動」がなされてい

ます。 

 

「道徳の授業では、自分の考えを深めたり、学級やグループで話し合ったりする活動に取り組ん

でいる」と回答した小学生、中学生はともに県・全国平均より上回っています。今回の質問紙は道

徳の授業に限定していますが、このように話し合いの授業が行われることで、「主体的・対話的で

深い学び」により思考力、判断力、表現力の汎用的な資質・能力が育まれることから、小中学校の

すべての教科領域で共通性と一貫性もって積極的に取り組むこととしています。 

 

「課題の解決に向けて、自分で考え、自分から取り組んでいる」と回答した小学生は県・全国平

均と同程度ですが、中学生は県・全国平均より下回っています。受け身的で積極的に取り組もうと

する姿勢が乏しい傾向が見られます。前回の調査結果の報告によると、「課題解決に向けて主体的

に考え取組んでいた」と回答した児童・生徒ほど各教科の正答率は高くなっています。課題設定や

課題の提示のしかたなど授業改善に取り組むこととしています。 

 

二宮町内のすべての小中学校がコミュニティ・スクールとなりました。家庭や地域ときの協働に

よる取組の場面が今まで以上に期待されます。コミュニティ・スクールの仕組みを生かして学校、

家庭、地域との協働による取組みで教育水準の向上を目指します。 

 

４ 今後に向けて 

二宮町教育員会では、本調査の結果の分析と考察を行い、その結果を各学校に示しました。各学

校では、それぞれの分析を加えて課題を検討し授業改善や学校経営に反映させています。 

今後とも、基礎的・基本的な知識・技能の確実な習得とともに、これらを活用して課題解決する

ために必要な思考力・判断力・表現力等を育む授業づくりに努め、より効果的なカリキュラムマネ

ジメントが行われるよう教育委員会は各学校を支援していきます。 

本調査を通じて、基本的な生活習慣や学習習慣の確立、地域社会との関わりは学力向上及び児童

生徒の健全育成に大切であることが改めてわかりました。二宮町教育委員会では、児童生徒の生き

る力を育成するために、小中学校が 9 年間を見据え共通性と一貫性のある指導支援をするととも

に、家庭、地域と協働しながら「地域とともにある学校づくり」を進め、児童生徒の豊かな成長を

支えていきたいと思います。今後ともご理解ご協力をよろしくお願いいたします。 
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   二宮町立中学校修学旅行中止に伴うキャンセル料補助金交付要綱を廃止する  

  要綱 

 

 二宮町立中学校修学旅行中止に伴うキャンセル料補助金交付要綱は、廃止する。  

 

   附 則 

 この要綱は、公表の日から施行する。 

 

 

 

資料 No.２ 
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   二宮町立中学校修学旅行中止に伴うキャンセル料補助金交付要綱 

 

 （趣旨） 

第１条 この要綱は、二宮町立中学校（以下「中学校」という。）が実施を予定して 

 いた修学旅行を新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のために中止したこと 

 により生じたキャンセル料について、予算の範囲内において二宮町立中学校修学 

 旅行中止に伴うキャンセル料補助金（以下「補助金」という。）を交付することに 

 関し、二宮町補助金交付規則（平成 30 年二宮町規則第３号）に定めるもののほか、 

 必要な事項を定めるものとする。 

 （補助対象者） 

第２条 補助金の交付の対象となる者（以下「補助対象者」という。）は、中学校の   

 学校長の決定により中止された修学旅行について参加の申込みをしていた当該中 

 学校に所属する生徒の保護者及び教員とする。 

 （補助対象経費） 

第３条 補助金の交付の対象となる経費（以下「補助対象経費」という。）は、新型 

 コロナウイルス感染症の感染拡大防止に係る対策として修学旅行が中止されたこ 

 とにより生じたキャンセル料とする。 

 （交付申請等の委任） 

第４条 補助金の交付を受けようとする補助対象者は、当該補助金の交付の申請に 

 関する権利及び請求に関する権利を、当該補助対象者に係る者が所属する中学校 

 の学校長（以下「補助金受任者」という。）に委任するものとする。 

２ 前項の規定による委任は、修学旅行中止に伴うキャンセル料補助金交付申請    

 に係る委任状（第１号様式。以下「委任状」という。）を補助金受任者に提出する 

 ことにより行う。 

３ 補助金受任者は、交付申請等の委任の際に二宮町立学校における学校徴収金の 

 取扱いに関するガイドライン（平成 24 年３月策定。以下「ガイドライン」とい 

 う。）に基づき、次に掲げる事項について補助対象者に対し周知しなければならな 

 い。 

 （１） 補助金の概要について 

 （２） 補助金の取扱いについて 

 （３） その他必要と認める事項  

 （交付の申請） 

第５条 補助金受任者は、前条第２項の規定による委任状の提出を受けたときは、 

 修学旅行中止に伴うキャンセル料補助金交付申請書（第２号様式）に次に掲げる  

 書類を添えて、町長に補助金の交付を申請しなければならない。 

資料 No.３ 
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 （１） 補助対象経費に係る領収書その他の支出を証すべき書面 

 （２） 当該中学校における補助対象者の名簿 

 （３） 当該委任状 

 （交付の決定） 

第６条 町長は、前条の規定による申請があったときは、当該申請に係る内容を審 

 査の上、速やかに補助金の交付の可否を決定するものとする。 

２ 町長は、前項の規定により補助金の交付の決定をしたときは、速やかに修学旅  

 行中止に伴うキャンセル料補助金交付決定通知書（第３号様式）により当該決定 

 に係る補助金受任者に通知するものとする。 

 （交付の請求） 

第７条 前条の規定により補助金の交付の決定を受けた補助金受任者が当該補助金 

 の交付を受けようとするときは、修学旅行中止に伴うキャンセル料補助金交付請 

 求書（第４号様式）を町長に提出しなければならない。 

２ 町長は、前項の規定による請求があったときは、速やかに補助金を補助金受任  

 者に交付するものとする。 

３ 補助金受任者は、交付された補助金をガイドラインに基づき、修学旅行中止に 

 伴うキャンセル料に充当しなければならない。 

 （決定の取消し） 

第８条 町長は、補助対象者又は補助金受任者が偽りその他不正の手段により補助 

 金の交付の決定又は補助金の交付を受けたときは、当該決定の全部又は一部を取 

 り消すことができる。 

２ 町長は、前項の規定により補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消した場 

 合においては、速やかに理由を付した書面により当該取消しに係る補助対象者又 

 は補助金受任者に通知するものとする。 

 （補助金の返還） 

第９条 町長は、前条第１項の規定により補助金の交付の決定の全部又は一部を取  

 り消した場合において、当該取消しに係る部分に関し既に補助金が交付されてい  

 るときは、当該取消しに係る補助対象者又は補助金受任者に対し、期限を定めて 

 その返還を命ずるものとする。 

 （その他） 

第 10 条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、町長が 

 別に定める。 

 

   附 則 

 この要綱は、令和３年９月 17日から施行する。 
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第１号様式（第４条関係） 

 

 

                              年  月  日 

 

    学校長 様 

 

                       申請者（委任者） 

                        住所 

   

                        氏名        印 

 

 

    修学旅行中止に伴うキャンセル料補助金交付申請に係る委任状 

 

 二宮町立中学校修学旅行中止に伴うキャンセル料補助金交付要綱第４条第２項の

規定により、二宮町立  中学校長を代理人と定め、補助金の交付の申請に関する

権利及び請求に関する権利を委任します。 

 

 

      対  象    

 

        年   組  

    

      氏  名  
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第２号様式（第５条関係） 

 

 

                              年  月  日 

 

 二宮町長   様 

 

                       申請者（補助金受任者） 

                       学校長          印 

 

 

       修学旅行中止に伴うキャンセル料補助金交付申請書 

 

  二宮町立中学校修学旅行中止に伴うキャンセル料補助金交付要綱第５条の規定  

 により、補助金の交付を受けたいので、下記のとおり申請します。 

 

 

                  記 

 

 

 

 

     補助金交付申請額   金            円 
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第３号様式（第６条関係） 

 

                             年  月  日 

 

 

         様 

 

                     二宮町長          印 

 

 

       修学旅行中止に伴うキャンセル料補助金交付決定通知書 

 

    年 月 日付で申請いただきました補助金について、下記のとおり交付が 

  決定しましたので、二宮町立中学校修学旅行中止に伴うキャンセル料補助金交  

  付要綱第６条第２項の規定により、通知します。  

 

               

                 記 

 

 

 

    補助金交付額     金            円 
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第４号様式（第７条関係） 

 

 

                              年  月  日 

 

 二宮町長   様 

 

                       補助金受任者 

                         学校長        印 

 

       修学旅行中止に伴うキャンセル料補助金交付請求書 

 

    年 月 日で交付の決定を受けた補助金について、二宮町立中学校修学旅  

 行中止に伴うキャンセル料補助金交付要綱第７条第１項の規定により、下記のと 

 おり交付を請求します。 

 

記  

 

 

 

      １ 交付決定額    金            円 

  

 

 

      ２ 交付請求額    金            円 
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二宮町児童生徒就学援助費交付要綱の一部を改正する要綱 

 

二宮町児童生徒就学援助費交付要綱の一部を次のように改正する。 

別表新入学児童生徒学用品費の項中「50,600」を「51,060」に、「57,400」を「60,000」

に改め、同表体育実技用具費の項中「7,510」を「7,650」に、「51,940」を「52,900」

に改め、同表通学費の項中「39,620」を「40,020」に、「80,070」を「80,880」に改

める。 

 

附 則 

この要綱は、令和３年 10 月１日から施行する。 

 

資料 No.４ 
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 二宮町児童生徒就学援助費交付要綱の一部を改正する要綱の新旧対照表 

改正後 改正前 

別表（第３条関係） 

援助費の種類及び金額（年額） 

区分 小学校 中学校 

学用品費 

（１年生） 
11,630 22,730 

学用品費 

通学用品費 

(2 年生以上) 

11,630 

2,270 

22,730 

2,270 

新入学児童生徒学用品費 51,060 60,000 

校外活動費 実費 実費 

修学旅行費 実費 実費 

体育実技用具費  柔道 

剣道 
－ 

実費・上限 7,650 

実費・上限 52,900 

通学費（通学距離が規定

の距離以上で、交通機関

を利用する場合） 

（片道４km 以上）  

実費・上限 40,020 

(片道６km 以上） 

実費・上限 80,880 

給食費 実費 実費 
 

別表（第３条関係） 

援助費の種類及び金額（年額） 

区分 小学校 中学校 

学用品費 

（１年生） 
11,630 22,730 

学用品費 

通学用品費 

(2年生以上) 

11,630 

2,270 

22,730 

2,270 

新入学児童生徒学用品費 50,600 57,400 

校外活動費 実費 実費 

修学旅行費 実費 実費 

体育実技用具費  柔道 

剣道 
－ 

実費・上限 7,510 

実費・上限 51,940 

通学費（通学距離が規定

の距離以上で、交通機関

を利用する場合） 

（片道４km 以上）  

実費・上限 39,620 

(片道６km 以上） 

実費・上限 80,070 

給食費 実費 実費 
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二宮町児童生徒就学援助費交付要綱 

 

（目的） 

第１条 この要綱は、学校教育法（昭和 22年法律第 26号）第 19条の規定に基づき、経

済的な理由により就学困難な児童及び生徒（以下「児童生徒」という。）の保護者に対

して児童生徒就学援助費（以下「援助費」という。）を交付することに関し必要な事項

を定めるものとする。  

（資格） 

第２条 この要綱により援助費を受けることができる者は、二宮町立小学校若しくは中

学校に在籍する児童生徒、二宮町内に在住で国・県が設置する中学校（中等教育学校

を含む。）に在籍する生徒又は当該年度の翌年度に二宮町立小中学校への就学を予定

する者（以下「小中学校入学予定者」という。）の保護者で、次の各号のいずれかに該

当する者とする。 

(１) 生活保護法（昭和 25年法律第 144号）第６条第２項に規定する要保護者（以下

「要保護者」という。）  

(２) 要保護者に準ずる程度に生活が困窮していると認められる者で、教育長が別に

定める基準に該当する者（以下「準要保護者」という。） 

（種類及び金額等） 

第３条 援助費の種類及び金額は、別表のとおりとする。この場合において、年度の中

途から援助費の交付を受ける者に係る学用品費、通学用品費及び給食費は、決定した

月に応じた額とする。 

２ 前項のうち、新入学児童生徒学用品費については、小中学校入学予定者の準要保護

者に対して交付することができる。ただし、要保護者に対しては交付しない。 

（申請） 

第４条 援助費の交付を受けようとする者（以下「申請者」という。）は、就学援助費交

付（変更）申請書（第１号様式）を二宮町教育委員会教育長（以下「教育長」という。）

に提出しなければならない。ただし、要保護者については、この限りでない。 

２ 前項の申請は、援助費の交付を受けようとする年度の指定する期日までに行うもの

とする。 

３ 前条第２項の規定により、新入学児童生徒学用品費の入学前交付を受けようとする

者（以下「入学前交付申請者」という。）は、新入学児童生徒学用品費入学前交付申請

書（第２号様式）を、教育長に提出しなければならない。ただし、翌年度に二宮町立

中学校に就学する予定で、準要保護者の決定を受けた者については、この限りでない。 
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４ 前項の申請は、入学前交付を受けようとする年度の指定する期日までに行うものと

する。 

（決定） 

第５条 教育長は、前条第１項の規定により申請があった場合は、その内容を審査し、

援助費の交付の適否を決定して、申請者に就学援助費交付決定通知書（第３号様式）

又は就学援助費審査結果通知書（第４号様式）により通知するものとする。 

２ 要保護者に対する援助費の交付の決定は、平塚保健福祉事務所からの当該要保護者

及びその世帯に属する児童生徒に対する報告に基づき行うものとする。この場合にお

いて、当該決定の通知については、前項の規定を準用する。 

３ 教育長は、前条第３項の規定により申請があった場合は、その内容を審査し、援助

費の交付の適否を決定して、新入学児童生徒学用品費入学前交付決定通知書（第５号

様式）又は新入学児童生徒学用品費入学前交付審査結果通知書（第６号様式）により

入学前交付申請者に通知するものとする。 

４ 決定の有効期間は、第１項又は第２項の規定により決定した日の属する年度内とす

る。 

（交付） 

第６条 援助費は、児童生徒の保護者が指定する金融機関の預金口座へ振り込むことに

より交付する。 

（中止） 

第７条 教育長は、援助費の交付を受ける者（以下「受給者」という。）が、第２条に定

める資格を欠くに至ったときは、当該資格を欠くに至った日の属する月の翌月以後に

おける援助費の交付を中止する。 

２ 前項により援助費の交付を中止した場合は、就学援助費中止通知書（第７号様式）

により受給者に通知するものとする。 

（返還） 

第８条 教育長は、受給者が次の各号のいずれかに該当するときは、決定を取消し、又

は既に交付した援助費の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。 

(１) 偽りその他不正な行為により援助費の交付を受けたとき。 

(２) 援助費の交付に当たり教育長が付する条件に違反し、又は援助費をその目的以

外のことに使用したとき。 

（届出） 

第９条 受給者は、第４条第１項及び第３項の規定による申請に係る事項に変更が生じ

たときは、速やかに教育長に届け出なければならない。 

２ 前項による届け出は、就学援助費交付（変更）申請書を準用する。 

 （補則） 

第 10 条 この要綱に定めるもののほか、援助費の交付に関し必要な事項は、別に定め
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る。 

 

附 則 

（施行期日） 

１ この要綱は、平成 29年 12月 8日から施行する。 

（二宮町就学援助費交付要綱の廃止） 

２ 二宮町就学援助費交付要綱（平成 6年 4月 1日公表）は、廃止する。 

附 則 

この要綱は、令和２年１月１日から施行する。 

附 則 

この要綱は、令和２年４月１日から施行する。 

附 則 

この要綱は、令和３年４月１日から施行する。 

附 則 

この要綱は、令和３年 10月１日から施行する。 
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別表（第３条関係） 

援助費の種類及び金額（年額） 

区分 小学校 中学校 

学用品費 

（１年生） 
11,630 22,730 

学用品費 

通学用品費 

(2年生以上) 

11,630 

2,270 

22,730 

2,270 

新入学児童生徒学用品費 51,060 60,000 

校外活動費 実費 実費 

修学旅行費 実費 実費 

体育実技用具費  柔道 

剣道 
－ 

実費・上限 7,650 

実費・上限 52,900 

通学費 

（通学距離が規定の距離以上

で、交通機関を利用する場合） 

（片道４ km 以上）  

実費・上限 40,020 

（片道６ km 以上）  

実費・上限 80,880 

給食費 実費 実費 
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第１号様式（第４条、第９条関係） 

  

年 月 日

－
印

◎就学援助費の支給は、下記の口座へ振込してください。

※認定基準が証明できる書類（非課税証明書・児童扶養手当証書など）を添付してください。

普通
当座

口座
番号

学校

学校

学校

金融機関名 支店名

 ３．国民健康保険税・国民年金保険料 の 減免　　４．児童扶養手当の援助を受けた。

 ５．その他、保護者の死亡など特に経済的に児童生徒の就学が困難となる理由

○住居の形態 （所得による規準で審査を受ける方は、必ずご記入ください。）

 　　１．自家     ２．貸家（アパート・一戸建）　 家賃  月額                         円

◎なお、就学援助費交付申請にあたり町民税等の所得状況を閲覧する場合があることに同意します。

氏名(署名)

【教育委員会確認欄】　□新規登録　　□債権者情報変更有り　　□ 債権者情報変更無し

※所得による規準で審査を受ける方は、収入のある家族全員の源泉徴収票又は前年の年間収入が確認できるも
のを添付してください。

※学校納入金がお済でない場合には、学校を経由して交付される場合がありますので、ご了承ください。

口座
名義人

下記については、前年又は本年の状況で該当する事項の番号を○で囲んでください。

 １．生活保護が途中で廃止（停止）になった。　　　　２．町民税・固定資産税・個人事業税 の 減免

職業・学校学年等

児童生徒
氏名

世
 

帯
 
の
 

状
 

況

世
帯
全
員
を
記
入
す
る

氏    名 続柄 生年月日

世帯主

就学援助費交付（変更）申請書

二宮町教育委員会教育長 殿

住所
電話 －

申請者
(保護者)

二宮町
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第２号様式（第４条関係） 

  

年 月 日

－
印

◎就学援助費の支給は、下記の口座へ振込してください。

     学用品費」の入学前交付を行った旨を通知すること

　① 申請にあたり町民税等の所得状況を閲覧する場合があること

氏名(署名)

※認定基準が証明できる書類（非課税証明書・児童扶養手当証書など）を添付してください。

金融機関名 支店名

※所得による規準で審査を受ける方は、収入のある家族全員の源泉徴収票又は前年の年間収入が確認できるも
のを添付してください。

口座
番号

普通
当座

口座
名義人

　② 小学校入学前に町外転出した場合には、転出先自治体に対して、二宮町で「新入学児童生徒

【教育委員会確認欄】　□新規登録　　□債権者情報変更有り　　□ 債権者情報変更無し

◎申請にあたり、次の２点に同意します。

 ３．国民健康保険税・国民年金保険料 の 減免　　４．児童扶養手当の援助を受けた。

 ５．その他、保護者の死亡など特に経済的に児童生徒の就学が困難となる理由

○住居の形態 （所得による規準で審査を受ける方は、必ずご記入ください。）

 　　１．自家     ２．貸家（アパート・一戸建）　 家賃  月額                         円

 １．生活保護が途中で廃止（停止）になった。　　　　２．町民税・固定資産税・個人事業税 の 減免

下記については、前年又は本年の状況で該当する事項の番号を○で囲んでください。

氏    名 続柄 生年月日 職業・学校学年等

新1年生
となる
児童
氏名

入学予定先
学校

世帯主

学校

入学予定先

世
 
帯
 
の
 
状
 
況

世
帯
全
員
を
記
入
す
る

学校

新入学児童生徒学用品費入学前交付申請書

二宮町教育委員会教育長 殿

住所
電話 －

申請者
(保護者)

二宮町

入学予定先
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第３号様式（第５条関係） 

 

    年  月  日 

 

        様 

 

                                                二宮町教育委員会教育長 

 

 

就学援助費交付決定通知書 

 

貴方の保護している児童・生徒を    年度準要保護児童・生徒として、援助費の交付

を決定したので通知します。 

 

記 

 

１  学  校        学校     

 

２  学  年        年 

  

３  氏  名     

 

 

   

援助費の支給方法 

学期終了後に、別紙費用（その学期にかかった費用を含む）を指定の口座に振り込

みます。ただし、教材費など学校への支払いがお済みでない場合、直接学校へお預か

りする場合がありますので、ご了承ください。 
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第４号様式（第５条関係） 

 

  年   月   日 

        様 

 

                                                二宮町教育委員会教育長 

 

 

就学援助費審査結果通知書 

 

  このことについて、先に申請のありました   年度の就学援助費交付について、審査

の結果、準要保護者には該当いたしませんので、通知いたします。 
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第５号様式（第５条関係） 

 

   年  月  日 

 

        様 

 

                                                二宮町教育委員会教育長 

 

 

新入学児童生徒学用品費入学前交付決定通知書 

 

貴方の保護している児童を、   年度「新入学児童生徒学用品費」入学前交付対象とし

て、援助費の交付を決定したので通知します。 

 

記 

 

１  学  校        学校（入学予定） 

 

２  氏  名 

 

 

 

支給（交付）予定日       年  月  日 
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第６号様式（第５条関係） 

 

   年  月  日 

 

        様 

 

                                                二宮町教育委員会教育長 

 

新入学児童生徒学用品費入学前交付審査結果通知書 

 

  このことについて、先に申請のありました  年度の新入学児童生徒学用品費入学前

交付について、審査の結果、交付対象には該当いたしませんので、通知いたします。 
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第７号様式（第７条関係） 

  年   月   日 

        様 

 

                                                二宮町教育委員会教育長 

 

 

就学援助費中止通知書 

 

    年  月  日付をもって、就学援助費交付決定を、次の理由により中止いたし

ます。 

 

記 

 

中止の理由 

  １ 生活保護法による教育扶助が開始されたため 

  ２ 援助を辞退したため 

  ３ 転出したため 

  ４ その他 

                                                                 

                                                                 

                                                                 

 

中止日       年  月  日 
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【実施報告書】 
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実施概要 

 

◆参加者／学校：二宮中生徒会役員（５名）、二宮西中生徒会役員（６名） 

        町：町長 

 

◆実施時期／１０月６日（水） １６：００～１７：３０（９０分） 

          

◆会場／二宮中学校・二宮西中学校・役場 

 

◆手法／ZOOMによるオンライン・トーク番組方式による意見発表会 

＊進行がディスカッションテーマの問いかけを行い、それに対する意

見をフリップボード（スケッチブック）に簡単に記入し、画面に映しな

がら発表する。 

＊進行が指名し、生徒に意見を発表してもらう。 

＊議論の前提となる町の状況やアンケート結果の概要等については、 

事前に資料を作成し、各学校に説明を行う。 

 

◆タイムスケジュール 

所要 

（分） 
内 容 

2 開会及び町長の紹介 

12 

自己紹介（1人 1分） 

 ① 自己紹介（学年・氏名） 

 ② 田舎・都会度メーター 

  ◆アンケートで、「都会でもなく、田舎でもないところが魅力」という回答が多く見ら 

れた中で、中学生が町をどう捉えているか。それを基に、どのようなところが魅力 

と感じているか。 

 ③ 「二宮町のここがステキ！」と思うことを一言で！ 

18 
ディスカッションテーマ①「町の魅力と課題」 

※ 発表（１人１分）・意見まとめ ５分・町長からのコメント 2分 

18 

ディスカッションテーマ②「町の将来イメージとまちづくりに向けた役割」 

◆どのような町になると良いか？ 

◆そのために私たちができること、やってみたいことは？ 

※ 発表（１人１分）・意見まとめ ５分・町長からのコメント 2分 

18 
ディスカッションテーマ③「大人になっても住み続けるために必要な施設や公共空間」 

※ 発表（１人１分）・意見まとめ ５分・町長からのコメント 2分 

15 

 

ディスカッションテーマ④「町長に聴いてみたいこと」 

※ 各質問に対し町長より回答 

5 町長からのメッセージ 

2 閉会 

 

〇〇〇〇 〇〇〇〇 

〇〇〇〇 ▲▲▲▲ 

二宮中／後藤 二宮中／大石 

二宮西中／岩田 二宮西中／荒木 
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1 二宮 大磯 
平塚 

小田原 
 横浜 ファーストフード店の多さ 

2 大磯 二宮 小田原 平塚 横浜 建物の数、駅の利用 

3  二宮 大磯 
平塚 

小田原 
横浜 人の多さ、商業施設の多さ 

4 二宮 大磯  
平塚 

小田原 
横浜 建物の高さ、自然（緑）の多さ 

5 二宮 大磯 小田原 平塚 横浜 
土地が広くなく、目立った娯楽施設がな

く、人口が少ない 

6 大磯 二宮 平塚 小田原 横浜 

二宮駅の発車メロディが「おぼろ月夜」に

なっていて、他の町とは違った特別感を

味わえるから 

7  
二宮 

大磯 
 

平塚 

小田原 
横浜 

二宮自体は田舎だが、すぐ都会に出ら

れるから 

8  二宮 大磯 
平塚 

小田原 
横浜 

人が集まるような観光名所が少ないとこ

ろ 

9  
二宮 

大磯 
平塚 小田原 横浜 

二宮は田舎ではあるけれど、交通の便

が良いから 

10  
二宮 

大磯 
小田原 平塚 横浜 

交通の便は良いが、駅前の人通りが少

ないから 

11 大磯 二宮 小田原 平塚 横浜 それぞれの町の印象 

二宮町のここがステキ！ Q1 

二宮町の田舎・都会度メーターは？ Q２ 

吾妻山から、海も富士山も 

眺められる 

静かでおだやか 

せせらぎ公園でホタルが見える 

ここがステキ！ 

自然が豊か 

夏に吹く風が涼しい 

景色がきれい 

平和 

山などの自然に囲まれていて 

吾妻山からの景色がきれい 治安が良くて安全 

程良い田舎で、電車に乗れば 

すぐに都会に出られる 交通量が多くも少なくもないため

走りやすい 

田舎 都会 

判断の理由など 
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町の魅力と課題 Q３ 

    課題は？ 

ショッピングセンターが少ない 坂が多くて急なこと 

整備された公園が少ない 

少子高齢化が進んでいる 

若者が少ない 

駅前商店街の活気がなく 

お店がやっていないように思える 

公共施設の老朽化 

よさこいパレードのような 

人々が集まる祭りの開催 

街灯が少なく、夜に空いている店

があまりないため、塾帰りが危ない 

ゴミの不法投棄が多い 

海などにゴミが多い 

活気があまりなく寂しい 

＊「自然」というのがみなさんに共通した町の魅力になっているのかなと改めて感じました。その部分は、これからも守っていけるよ

うに町全体で取組んでいきたいと思います。 

＊その一方で、商店街が寂しい、ショッピングセンターがない等という課題もあげられています。大きなショッピングセンター等は近

くのまちで楽しんでもらうしかないかもしれませんが、二宮町にも隠れたところに面白いお店ができているという状況も見られる

ので、新しい二宮の魅力として発見してもらえればと思います。公園についても、大きな公園は限られていますが、中里の東

大果樹園跡地は自然の中で遊べる広場として整備中ですので、ぜひ行ってみてください。 

＊ゴミの問題も、今コロナの影響でゴミゼロキャンペーンもできていない状況ですが、また復活させたいと思っています。他にも、

高齢化も進む中、新しい形のイベントについても考えていきたいと思います。 

空気が澄んでいる 

のどかで落ち着く自然が多い 

星が近くに見えるところ 

吾妻山などの 

美しい自然がたくさんある 

自然に溢れている 
    魅力は？ 

自然がたくさんある 

図書館がある 

自然に恵まれているところ 

昼夜問わず景色が良い 

自然が豊か 

町の人が優しい 

100 均やコンビニがあるので 

必要なものはすぐに買える 

町民運動会や継走大会などの 

イベントがあるので他地域の人と 

交流できる 

町が開けていて、アクセスが良い 

駅がある 

景色のいいところが多い 

子供会や町民運動会などで 

町内の交流が盛ん 

町長 
コメント 
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町の将来イメージとわたしたちの役割 Q４ 

実際に飲食してみる ゴミゼロなどのボランティア活動に 

参加する 

現実的にできるイベントで 

何をやりたいか調査 

二宮町での楽しみ方を 

工夫する 

イベントに積極的に参加する 

環境保全の取組に参加する 

海と山のゴミ拾い 

町の人にアンケートをとってみる 

お祭りの手伝いなど 

近所の人と関わる 

（話をするなど） 

 
 
 
 

このような町に
なってほしい！ 

今ある自然を守り、 

どんな世代も暮らしやすい町 

自然が豊かで、 

誰もが幸せに暮らせる町 

ボランティア活動に参加する 

住民が交流でき 

活気にあふれる楽しい町 

幅広い年代の方に好かれる町 

人口が一定に保たれる町 

二宮町の特産品が確立され、 

観光客が増え、居住者も増え、

経済が潤い、働く世代を増やす 

子どもの多いにぎやかな町 

親子が安全に 

楽しんで暮らせる町 

公園の整備、海岸でのゴミ拾いな

どボランティア活動への参加 

若者が増えて活気のある町 

誰でも楽しめる 

イベントがある町 

花火大会などのイベントを 

多くやってほしい 

＊これからは、若い人から高齢者まで、幅広い世代の人が暮らしやすい町づくりが必要だということがわかりました。 

＊その中で、地域の人と交流できるイベントをやりたい。特にこの２年間、多くの人がワッと集まって、大きな声を出して楽しむよ

うなイベントができなかったので、多くの人が待ち望んでいると思います。どのようなことができるか、みなさんのアイデアもまた出

して頂ければと思います。また、ボランティア活動に参加してみたいという意見もあり、たいへん心強く思います。 

＊今、オリーブを使った特産品の開発も行っています。できたら、みなさんに試食してもらうようなこともいいかなと思いました。 

＊今日のワークショップは、これから中学生のみなさんにも町の活性化に向けて色々参加してもらえる良いきっかけになると思い

ます。 

町長 
コメント 
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⼤⼈になっても住み続けるために必要な施設や公共空間 Q５ 

どの世代も気軽に行けるカフェ 

ラディアンのような場所 

このような場所が
あるといいな… 

勉強や仕事ができる 
フリースペース 

老人ホーム 

気軽に立ち寄れる本屋やカフェ 

勉強できる場所 
（自習スペース） 

服屋やカラオケなど 
気軽に行ける所 

駅前に道の駅のような 
場所があると良い 

TSUTAYA や Book off 
のような場所があると良い 

本屋や映画館のような 
今の二宮町にないお店が 

合わさった施設 

コンビニ、スーパーのような 
食べ物を売っているお店 

小さな子供と一緒に遊べる 
小さな広場 

静かで、落ち着いて 
自習ができるような場 

子供からお年寄りまで 
自由に使え、空調が整った施設 

誰でもモノづくり（DIY）が 
できる場所 

（施設ではないが） 
町全体で行う花火大会などの屋

台が出るお祭り 

勉強に集中できる場所や 
リモート会議等ができるよう 

Wi‐Fi の整った場所 

＊新しい施設というよりは、今ある施設の機能を見直せば実現できそうなアイデアもありそうだなと思いました。ラディアンの近くに

庁舎を建てようという計画があるのですが、あわせて、新しい機能を取り入れたラディアンの改修も必要だなと感じました。 

＊前に南口にあった本屋さんがなくなったこともあり、本屋さんのニーズも高いようです。他にも映画館や洋服屋さん、カラオケな

ど、民間の事業者さんが二宮に出店したいなと思ってもらえるような活気のある町にしていかなければならないと思います。 

町長 
コメント 
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最後に、町長に聴いてみたいこと Q６ 

どのような町を目指して 

活動していますか？ 

町長をやっている中で 

一番大変なことは何ですか？ 

町長になって良かったことは？ 

町長になろうと思ったきっかけは 

何ですか？ 

町長になって行った一番大きなイベントは

どのようなものですか？ 

元気の秘訣は何ですか？ 

町長にとって 

二宮町はどんな場所ですか？ 

町長が思う二宮町の良い所は？ 

高齢者や障がい者への支援として 

どのようなことをしていますか？ 

町を活性化させるために移住者を 

増やす取り組みは行っていますか？ 

ジェンダーギャップ指数が日本は 120 位

くらいですが、それを脱却するために町で 

やろうとしていることは何ですか？ 

Ｑ 町のコンパクトさは魅力だと思っています。この小さな中にギュッと詰ま
った宝箱みたいな町だなと感じています。 

この町が好きで住んでおり、この町の良さを活かせるような取組みを
町のみなさんと一緒に考えられるというのが魅力です。 

町長になる前には議員をやっていました。そういう中で、この町をもっと
暮らしやすくしたいという思いがきっかけです。 

まず計画をつくり、それに沿って実行していますが、計画になかった自
然災害等に対応しなければならないこともあり、その時々に応じて判
断しなければならないのは大変です。 

わたし自身もこの二宮を選んで住んでおり、町の魅力を後世に残し、
誰もが、楽しく、自分らしく暮らせる町でありたいと思います。 

他の町で生まれ育ったわたしにとって、海があり、山がありのロケーショ
ンと、ここに住んでいる人たちは大きな魅力です。 

国・県・町での役割分担はあると思いますが、さまざまなニーズに対
し、不足しているサービスについては、町だけでなく、民間にも働きかけ
ながら充実していかなくてはならないと思っています。 

商工会や観光協会の人と一緒に冬の花火大会を復活できたのはす
ごく印象に残っています。コロナが落ち着いたらまたやりたいですよね。 

昔からスポーツが好きで、色々なことをやってきたので、今でも体を動
かすことは好きです。あと、ストレスをためないことかな。 

東京などに出向いて、町の魅力を多くの人に知ってもらう取組みをや
ってきました。今はオンラインで相談会を行っています。 

町としてというと難しいところはありますが、色々な場面を通して、地
域の活動団体の方々と一緒に啓発を行っています。二宮町は、この
ように地域の人の力を借りながら取り組めるのが強みかと思います。 

＊今日は放課後の貴重な時間をありがとうございました。このように生の声を聴かせてもらう機会、とても良かったと思います。 

＊頂いたご意見で、すぐにでも実現できそうかなと思うものもいくつかありました。これからも、町に興味や関心を持って、色々聞

かせてもらえればと思います。 

町長 
コメント 



 



令和３年度 １１月教育委員会議定例会予定 

 

 

１ 日 時  令和３年１１月１８日（木）９時３０分から 

 

２ 場 所  二宮町役場 第１会議室 

 

３ 付議事項  

（１）令和３年度二宮町教育委員会表彰被表彰者の選考について 

（２）令和３年度二宮町一般会計補正予算（第８号補正）について 

 

４ 報告･協議事項  

 （１）令和４年度予算について 

 

 

※ 出席を要する主な行事  

 １１月 １日（月） １３時３０分 学校訪問（二宮小学校）   

 １１月１１日（木） １３時３０分 学校訪問（山西小学校） 

 １１月１８日（木）  ９時３０分 １１月教育委員会議定例会（二宮町役場第１会議室） 

                 （給食試食あり） 

            １３時３０分 学校訪問（二宮西中学校） 

 令和４年 

１月 ５日（水） 調整中    自治功労表彰、教育委員会表彰（ラディアンホール） 

  １月１０日（月） 調整中    成人祝賀会（２部制） 

  

  

           


